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序章 本対応指針の目的と構成 

 
本対応指針は、株主代表訴訟1において、監査役が何をすべきかを整理したもので

ある。 
株主代表訴訟は、株主による提訴請求から始まり、実際に訴訟が提起された場合

には、訴訟における判決又は和解によって事件が終了するまで続くことになる。こ

の間、監査役がやるべきことを、下記の【提訴請求対応スケジュール】の流れに沿

って、「共通編」としてまとめている。ここでは、監査役が提訴するかしないかにか

かわらず、また、取締役の任務懈怠の有無・態様にかかわらず、共通に必要となる

事項について記載している。 
次いで、「応用編」では、取締役の経営判断の適否が問われる事例を、全ての取締

役に責任がないと判断できる事例（ケース１）、一部の取締役に責任が認められる可

能性があると判断できる事例（ケース２）、監査役も責任を問われる可能性があると

判断できる事例（ケース３）に分けて、それぞれの場合において監査役がいかなる

点に留意すべきかを記載している。 
さらに、取締役の法令違反、監視・監督義務違反、内部統制システム構築・運用

義務違反が問題となる事例での留意点（ケース４）の整理や、平成２６年の改正に

よって新設された多重代表訴訟（ケース５）、旧株主による責任追及訴訟（ケース６）

において監査役の対応が求められる事項を整理している。 
共通編、応用編を通じて、特に断りのない限り、監査役の職務の範囲を会計監査

に限定していない監査役（会）設置会社を念頭において記載している2。指名委員会

等設置会社の監査委員、監査等委員会設置会社の監査等委員においても基本的には

監査役の場合と同じであるが、異なる考慮が必要な点については、補足（６８頁）

にまとめて記載することとした。 

                                                  
1 「株主代表訴訟」とは「責任追及等の訴え」（法第８４７条）のうち株主が提起する訴えの通称である。本対

応指針では、株主が原告となる場合には「株主代表訴訟」という用語を用い、原告となる会社を監査役が代表す

る場合には「責任追及等の訴え」という用語を用いる。 
2 監査役の職務の範囲を会計監査に限定している株式会社は、監査役設置会社に該当せず（法第２条第９号）、

このような株式会社では、監査役ではなく、代表取締役が提訴請求を受けることになる（法第３４９条第４項）。 
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【提訴請求対応スケジュール】 

スケジュール目安

3 

対応内容 参照項目 

１日～５日以内 ・監査役間での情報共有及び取締役・取締役会への

連絡 

・提訴請求書の形式要件の審査 

・形式要件を充たしていなかった場合の対応の検討 

・対外的な開示の要否の検討 

・調査体制の決定及び事実関係の調査の着手 

第１章 

第２章 

第３章１ 

３０日～４５日以

内 

 

・事実関係の調査及び分析 

・調査結果の法的検討 

第３章２ 

・提訴するか否かの判断 第４章１、３、

４ 

・裁判外の解決の検討 第４章２ 

６０日以内 提訴する場合 ・仮差押の検討 

・対外的な開示の要否の検討 

・訴状等の作成 

・提訴4 

第７章 

提訴しない場合5 ・不提訴理由の通知 第６章 

 

随時 ・取締役会、監査役会の議事録の閲覧・謄写請求へ

の対応 

第５章 

 

                                                  
3 スケジュールはあくまで目安であり、事案の複雑性、関係者の数等によって、変更が必要となる点に留意さ

れたい。スケジュールを立てる際は、提訴する場合には、代理人弁護士との打ち合わせや訴状の準備が必要と

なるため、提訴しない場合よりもスケジュールがタイトになる。そのため、提訴の可能性が高い事案では、余

裕を持ったスケジュールを立てる必要がある。 
4 公開会社が責任追及等の訴えを提起したときは、遅滞なくその旨を公告しなければならない（法第８４９条第

４項）（第７章参照）。 
5 株主が株主代表訴訟を提起した場合における、監査役のその後の対応については、第６章を参照。 
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第１章 提訴請求書受領の連絡 

１ 提訴請求書の受領と他の監査役に対する連絡 

２ 取締役・取締役会に対する報告 

 
株主が会社に対して取締役の責任を追及する訴え（責任追及等の訴え）を提起す

るように請求する場合、提訴請求書の宛先は監査役となる（株主の提訴請求は書面

又は電磁的方法でなされる（施行規則第２１７条）が、以下、電磁的方法によるも

のも含めて「提訴請求書」という。）。監査役が株主から提訴請求を受領した場合、

まずは、その対応のため、速やかに他の監査役らと情報を共有して以降の対応を協

議したり、適宜、業務執行部門に報告する必要がある。 
 
１ 提訴請求書の受領と他の監査役に対する連絡 

株主は、原則として6、直ちに株主代表訴訟を提起できるものではなく、まずは、

会社に対し、取締役や監査役を被告として責任追及等の訴えを提起するよう、書面

又は電磁的方法により提訴請求をすることになる（法第８４７条第１項、施行規則

第２１７条）。監査役（会）設置会社においては、取締役（取締役であった者を含む。）

の責任追及等の訴えについての株主からの提訴請求は、監査役に対してなされる（法

第３８６条第２項第１号）。 
このような提訴請求の趣旨は、取締役に対して責任追及の請求権を有する主体は

会社であるため、まず、監査役に対し、会社を代表して取締役に対して責任追及等

の訴えを提起する（法第３８６条第１項第１号）か否かの判断の機会を与えるとこ

ろにある。そして、提訴請求の日（提訴請求書が到達した日）から６０日以内に監

査役が会社を代表して提訴対象取締役に対して責任追及等の訴えを提起しない場合

には、提訴請求をした株主は、株主代表訴訟を提起することができることになる（法

第８４７条第３項）。そのため、監査役は、６０日の考慮期間中に、会社を代表して

責任追及等の訴えを提起するか否かを決定するための事実関係の調査、法的検討、

訴訟になった場合の見通しの検討等を行い、提訴すると決定した場合には、この期

間内に訴えを提起することになる7 8。監査役がこの任務を怠ると、会社に対する善

                                                  
6 提訴請求の日から６０日の考慮期間の経過により会社に回復することができない損害が生ずるおそれがある

場合には、株主は、直ちに株主代表訴訟を提起できる（法第８４７条第５項本文）。 
7 訴えの提起は、原告又は原告の訴訟代理人が裁判所に訴状を提出して行う（民事訴訟法第１３３条第１項）。

なお、監査役が提訴対象取締役に対して訴えを提起する場合、その訴えは、会社の本店所在地を管轄する地方

裁判所の管轄に専属する（法第８４８条）。 
8 監査役の提訴の準備が６０日以内に完了せず、訴えを提起できなかったとしても、提訴対象取締役を提訴す

べきと判断される事案であれば、６０日の考慮期間経過後であっても訴えを提起すべきである。もっとも、６

０日を経過したため、株主が株主代表訴訟を提起した場合、監査役が会社を代表して提訴対象取締役に対し重

複して訴えを提起しても、重複訴訟として却下を免れないため（民事訴訟法第１４２条）、株主代表訴訟におい
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管注意義務（法第３３０条、民法第６４４条）違反の責任を問われ得るから、監査

役は、株主から提訴請求を受領した場合、速やかに対応を開始しなければならない。 
 株主は、監査役の１人に対して提訴請求をすれば足りるから9、提訴請求が全監査

役に対してなされるとは限らない。したがって、提訴請求を受領した監査役は、他

の監査役に対し、提訴請求がされた日及び提訴請求の内容を速やかに連絡する必要

がある。そして、常勤監査役であるか否かを問わず、また、社外監査役であるか否

かを問わず、以後の対応について全監査役で協議をすることになる。 
監査役は６０日の考慮期間中に提訴するか否かの判断をしなければならないので、

そのために必要となる事実調査・証拠収集・法的検討のスケジュールを早期に立て

る必要がある。また、発生する具体的作業を想定のうえ、業務執行部門とも連携し

て適宜作業の分担を進める必要がある。 
 
２ 取締役・取締役会に対する報告 

 監査役は、業務執行部門から独立した機関として、会社を代表して提訴対象取締

役に対して責任追及等の訴えを提起するか否かを判断することになるが、提訴請求

があったことについて取締役・取締役会に報告すること自体は通常は問題がない。

実際、監査役が提訴請求の日から６０日という限られた時間の中で提訴対象取締役

の責任の有無を判断するためには、業務執行部門において資料の収集や関係者から

の事情聴取に協力してもらう必要がある。また、提訴請求をした株主の株主資格等

の形式要件の確認について総務部等に協力を求める必要がある。そのため、株主か

ら提訴請求を受領した監査役は、代表取締役や関連部門の担当取締役に対し、速や

かに提訴請求の日や提訴請求の内容を報告することになろう。 
株主から監査役に対して提訴請求がなされた事実は、業務執行部門にとっても重

要な事実であるから、これとあわせて、必要に応じて、取締役会においても、監査

役や監査役から報告を受けた取締役から報告がなされることになろう。当該報告に

緊急性があるときは、臨時の取締役会の招集を求めることも考えられる。なお、会

社によっては、経営会議や常務会等の取締役会以外の会議体が設けられている場合

があり、監査役としても、取締役会よりもこれらの会議体において業務執行部門と

の情報の共有を図る方が、機動性等の観点から適切な場合もあると思われ、それは

それで差し支えない。監査役から報告を受けた業務執行部門は、独自に事実関係を

調査したり、提訴対象取締役の会社役員賠償責任保険（Ｄ＆Ｏ保険）の加入状況等

を確認するなどの必要な対応をとることになろう。 
提訴対象取締役に対する連絡も業務執行部門への報告と同じタイミングで行えば

                                                                                                                                                         
て原告側に補助参加することが考えられる（法第８４９条第１項）。 
9 今井宏＝伊藤智文「株主代表訴訟と監査役」月刊監査役３２０号（１９９３）１６頁 
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よいが、提訴対象取締役に対して連絡することで、関係者が証拠を隠滅する等して

監査役の調査を妨害したり、財産を隠匿したりする等の具体的な危険がある場合に

は、連絡時期を慎重に決する必要がある。 
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第２章 提訴請求書受領後の対応 

１ 提訴請求書の到達日の確認 

２ 形式要件の審査において実施する事項 

３ 形式要件を充たしていなかった場合の対応 

４ 提訴請求書等関係書類の保管 

５ 対外的な開示 

 

 提訴請求書を受領した場合、監査役は、提訴請求書の到達日を確認するとともに

形式要件の具備を確認する必要がある。 

 

１ 提訴請求書の到達日の確認 

 提訴請求株主は、会社が提訴請求の日から６０日以内に責任追及等の訴えを提起

しない場合に株主代表訴訟を提起することができるところ（法第８４７条第３項）、

この６０日の考慮期間は、提訴請求書到達日の翌日から起算される（翌日を１日目

として計算する。民法第１４０条）。そのため、監査役は、提訴請求書を受領した場

合、総務部等との連携のうえ、この到達日を正確に把握することが必要である。 

 提訴請求書の到達日は、（１）配達証明付き内容証明郵便で送られてきた場合には、

配達証明により証明された配達日、（２）普通郵便で送られてきた場合には、書面が

実際に会社に到達した日、（３）手渡しなど郵便を介さない方法で渡された場合には、

実際に会社が書面を受領した日、（４）電磁的方法により送られてきた場合には、当

該電子メールの受信日が、それぞれ「到達日」となる10。 

 また、会社は、定款の定めに基づき、株式取扱規程により、株主権の行使方法に

ついて書面によることを要する旨定めることが可能である11。当該定めを置いた場合

には、電磁的方法による提訴請求は適式な請求とはならないものの12、会社として有

効な請求と取り扱うか、提訴請求株主に対して指摘し、提訴請求書を改めて送付し

てもらうか、いずれかの対応を検討するのが、後の混乱や株主との無用な紛争を回

避する意味では無難である。 

 

                                                  
10 経営法友会マニュアル等作成委員会『新株主代表訴訟対応マニュアル（改訂版）』（商事法務、２００５）

８３頁。なお、配達証明付き内容証明郵便で送られてきた場合には、日付が記載される配達証明は差出人である

提訴請求株主に交付され、会社は配達証明を受領できないため、監査役は総務部等に会社への正確な到達日を確

認することになる。 
11 全国株懇連合会『全株懇モデル［新訂３版］－定款・株式取扱規程・招集通知・事業報告など』（商事法務、

２０１１）９２頁、別冊商事法務編集部『株券電子化に対応した全株懇モデル・事務取扱指針』別冊商事法務３

３１号（商事法務、２００９）５９頁、６６頁 
12 相澤哲ほか『論点解説 新・会社法』（商事法務、２００６）１２７頁 
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２ 形式要件の審査において実施する事項 

（１）提訴請求株主の本人確認 

 提訴請求株主が株主本人であるかを確認する必要があるところ、当該確認に際

しては、監査役は総務部等に確認を依頼することになろう。総務部等は、提訴請求

書に記載されている者が株主として存在するかを調査したうえで、提訴請求を行っ

た者に対し本人確認書類として運転免許証・健康保険証等の写しの提出を求めるな

どして、確認を行う。なお、このような本人確認方法を含む株主権行使の際の手続

方法は、会社の株式取扱規程により定めている場合が多く、全国株懇連合会作成の

モデル規程では、株主が請求をする場合には当該請求書に本人が行ったことを証す

るものを添付し又は提供するものとされている13。ここでいう「本人が行ったことを

証するもの」としては、例えば、請求書への押印と当該印鑑にかかる印鑑証明書、

運転免許証、健康保険証等が考えられる。なお、代理人による提訴請求の場合には、

委任状等から、委任関係の有無を確認する。 

 

（２）提訴請求株主の持株要件 

 公開会社の場合、提訴請求株主は、提訴請求の時点において、６か月前（定款に

よる短縮が可能である。）から継続して株主である必要がある（法第８４７条第１項）。

ここでいう株主であるというためには、単に株式を実質的に保有しているというだ

けでは足りず、振替口座簿や株主名簿に記載された株主である必要がある。 

 非公開会社の場合には、６か月の保有期間の要件は適用されず、提訴請求の時点

において、株主でありさえすればよい（法第８４７条第２項）。 

 持株数については、株主代表訴訟を提起する権利が単独株主権であることから、

株主が責任追及等の訴えの提訴請求をなすためには、１株以上の株式を保有してい

れば足りる。ただし、単元未満株主（法第１８９条第１項）について定款に提訴請

求権を有しない旨の定めがある場合には、単元未満株主は、提訴請求権及び株主代

表訴訟の原告適格を有しない（法第１８９条第２項柱書、第８４７条第１項本文か

っこ書）。 

 

ア 株券電子化制度の対象ではない場合 

 監査役は、総務部等に照会し、株主名簿上に、提訴請求株主が、提訴請求の６か

月前から株主として記載されているかを確認する。 

 

イ 株券電子化制度の対象である場合 

                                                  
13 全国株懇連合会『全株懇モデル［新訂３版］－定款・株式取扱規程・招集通知・事業報告など』（商事法務、

２０１１）９０頁参照 
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 監査役は、総務部等に照会し、提訴請求時に振替機関から会社に送付される個別

株主通知をもって、６か月間の持株要件を確認する14。また、株主は個別株主通知が

された後４週間が経過する日までの間に権利を行使しなければならないとされてい

るため15、監査役は、提訴請求の日が個別株主通知後４週間を経過していないかを確

認する。 

 

（３）提訴請求の要件 

ア 提訴請求の宛先 

 提訴請求の宛先は、会社法上、提訴請求の受領権限を有する者である必要がある

ため、提訴請求において被告となるべき者が取締役とされている場合には、監査役

が宛先となっている必要がある（法第３８６条第２項第１号）。監査役が複数いると

きは、その内の一人に対して請求すればよい。また、宛先が監査役であれば、実際

に提訴請求書が送付される住所は会社でも監査役の自宅でもよい。 

 監査役に対する責任追及等の訴えの提訴権限は代表取締役にあるから、取締役・

監査役の双方を提訴する場合、提訴請求書は、監査役と代表取締役の双方に提出さ

れる必要がある。この場合、宛先を監査役と代表取締役の連名とした１通の提訴請

求書を送付する方法と、宛先を監査役とした提訴請求書（対取締役）と宛先を代表

取締役とした提訴請求書（対監査役）の２通を送付する方法のいずれもが許容され

る。 

 宛先が誤って記載されていた場合に、有効な提訴請求があったと認めるか否かに

ついては議論があるものの、判例は、原則として提訴請求を無効としつつも、本来

宛先とされるべき者が訴訟提起すべきか否かを自ら判断する機会があった場合には

例外的に有効とすべきであるとしている16。また、実務上の運用も、受領し会社の責

                                                  
14 個別株主通知では、株主が有する株式の種類・数、その増加・減少の経過（数・記載がされた日）等が通知

される（社債、株式等の振替に関する法律第１５４条第３項第１号）。 
15 社債、株式等の振替に関する法律第１５４条第２項、同施行令第４０条 
16 最判平成２１年３月３１日民集６３巻３号４７２頁は、「会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法

律」による改正前の農業協同組合法３９条２項が準用する平成１７年改正前の商法２６７条第１項（会社法８４

７条第１項本文の前身）による提訴請求について、農業協同組合の代表者として監事ではなく代表理事を記載し

た提訴請求書を、代表訴訟を提起しようとする組合員が、農業協同組合に対して送付した場合であっても、「監

事において、上記請求書の記載内容を正確に認識したうえで当該理事に対する訴訟を提起すべきか否かを自ら

判断する機会があったといえるときは、監事は、農業協同組合の代表者として監事が記載された提訴請求書の

交付を受けたのと異ならない状態に置かれたものといえる」として、「上記組合員が提訴した代表訴訟について

は、代表者として監事が記載された適式な提訴請求書があらかじめ農業協同組合に送付されていたのと同視す

ることができ、これを不適法として却下することはできない」と判示している。この判例について、最高裁の調

査官解説は、「農業協同組合法は、多くの会社法（旧商法）の条文を準用しているため、本件の各判決要旨は、

いずれも会社にもその射程が及び得るもの」であるとしている（「判解」最判解民事篇平成２１年度（上）（２

０１２）２７１頁（絹川泰毅執筆部分））。すなわち、農業協同組合を株式会社、組合員を株主、理事を取締役、

監事を監査役とそれぞれ読み替えることにより株主代表訴訟にも妥当すると考えられる。 

また、その他提訴請求を欠く責任追及の訴えを適法としたものとして、東京地判平成２５年１２月２６日金判１

４５１号１７頁及び同控訴審東京高判平成２６年４月２４日金判１４５１号８頁等がある。 
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任において本来宛先とされるべき者へ回すという運用、受け取らないという運用、

宛先の不備を株主に通知する運用など様々なようである17。 

 そのため、実際の場面では、弁護士とも相談のうえ取扱いを検討するのが無難で

あろう。 

 

イ 請求の特定（提訴請求書の必要的記載事項） 

 提訴請求書には、①被告となるべき者、②請求の趣旨及び請求を特定するのに必

要な事実が記載されている必要がある（法第８４７条第１項、施行規則第２１７条

第１号・第２号）。 
 
（ア）提訴請求対象取締役の確認 

 提訴請求書に記載されている提訴対象取締役が、現在又は過去取締役に就任して

いたかを確認する18。 
 
（イ）訴訟提起の請求内容の確認 

 提訴請求書が、単なる意見具申や中傷ではなく、明らかに会社に対して訴訟提起

を促すものであるかを確認する。 
 
（ウ）提訴請求理由の記載の確認（責任原因・損害額） 

 提訴請求書において、責任原因事実及び損害額が特定されて記載されているかを

確認する。 
 まず、提訴請求の原因となる責任が特定されているかを確認する。なお、株主代

表訴訟の対象となり得る責任の範囲については、判例は、取締役が会社に対して負

担する取引上の債務も含まれるが19、取締役が職務遂行とは関係なく会社に対して行

った不法行為に基づく債務20や、取引と無関係な会社の所有権に基づく請求21等は含

まれないと解している。 

                                                  
17 注 16 の最判平成２１年３月３１日民集６３巻３号４７２頁以前の文献であるが、阿部一正ほか『取締役（6）

条解・会社法の研究１１』（商事法務研究会、２００２）５８～６１頁（稲葉威雄、熊谷一雄・阿部一正・成毛

文之、金築誠志・東條和彦発言部分））。 
18 取締役の氏名が記載されていないものの他の記載内容から提訴対象取締役の特定が可能である場合に、これ

を適法な提訴請求として取り扱うかは、弁護士と協議して検討する。 
19 最判平成２１年３月１０日民集６３巻３号３６１頁。これに対し、判例の立場では、取引上の債務の履行を

猶予することが適当な場合にも代表訴訟を提起できることになる等、会社の経営上の判断の余地を制約しすぎ

るとして、代表訴訟は総株主の同意によってのみ免責が認められる会社法上の取締役の任務懈怠責任の追及の

ためにのみ提起できると解すべきとする立場もある（江頭憲治郎『株式会社法 第５版』（有斐閣、２０１４）

４８４頁）。 
20 注19の最判平成２１年３月１０日民集６３巻３号３６１頁についての「判解」最判解民事篇平成２１年度（上）

（２０１２）１９４頁、１９６頁（高橋譲執筆部分） 
21 注19の最判平成２１年３月１０日民集６３巻３号３６１頁は、会社の所有権に基づき移転登記手続を求める

主位的請求につき請求を却下した原審の判断を是認している。 
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 また、提訴請求書に、被告となるべき対象取締役と、責任原因事実が具体的に記

載されているかを確認する。提訴請求書は、会社に対して具体的な訴えの提起を求

めるものであるから、単に訴えの提起を請求する旨の記載があるだけでは不十分だ

からである。ただし、提訴請求書には、訴状に請求原因として記載すべき責任原因

事実が漏らさず記載されている必要はなく、いかなる事実・事項について責任の追

及が求められているのかが判断できる程度まで特定されていれば足りる22。 
 さらに、提訴対象取締役の行為によって、会社が被った又は被る可能性のある損

害額が具体的に記載されているかを確認する。 
また、監査役は、提訴請求書に記載された責任原因事実について、消滅時効が完

成していないかも確認する（例えば、責任原因事実が任務懈怠責任の場合には、消

滅時効は１０年である（法第４２３条第１項、民法第１６７条第１項を参照）。）23。 

 
（エ）不正な利益を図る目的等の有無の確認 

 責任追及等の訴えの提訴請求が、提訴請求株主若しくは第三者の不正な利益を図

り又は当該会社に損害を加えることを目的とするものである場合には、株主は提訴

請求をすることはできず（法第８４７条第１項但書）、提訴請求をしたとしても当該

請求は無効24となる。そして、この場合には、後に提訴請求株主が株主代表訴訟を提

起しても、その訴訟は却下されることになる。例えば、会社に対する嫌がらせを目

的とする訴訟や実質的に同じ提訴請求を何度も繰り返す場合などは上記の場合にあ

たると考えられる。 
提訴請求の目的という株主の主観面を監査役が判断することは困難であるが、株

主の濫訴の意思が客観的に明らかな場合には、不適法であることを理由に提訴請求

に応じないということも考えられる。もっとも、監査役が提訴対象取締役の責任の

有無を調査する中で、当該株主が指摘した責任原因事実が確認され、提訴対象取締

役の責任が認められると判断される場合には、提訴請求株主の主観的事情にかかわ

らず、監査役として会社に生じた損害を回復すべく適切な対応をとる必要がある。

例えば、提訴請求に応じず株主代表訴訟の提起を待つよりも、監査役が会社を代表

して訴えを提起する方が監査役として適切な判断である場合もあろう。そこで、監

査役としては、共通編２３頁に記載する考慮要素を検討しつつ提訴するか否かを判

断する必要がある。 
                                                  
22 東京地判平成８年６月２０日判時１５７２号２７頁 
23 最判平成２０年１月２８日民集６２巻１号１２８頁は、法第４２３条第１項の責任は法によってその内容が

加重された特殊な債務不履行責任であって、商事消滅時効（５年間）は適用ないし類推適用されないとした。な

お、時効の起算点については、消滅時効は権利を行使することができる時から進行するため（民法第１６６条第

１項）、任務懈怠行為が行われ損害が発生した時から時効が進行すると考えるのが適当であるとされている（東

京地方裁判所商事研究会『類型別会社訴訟Ⅰ〔第三版〕』（判例タイムズ社、２０１１）１５０頁以下（小川雅

敏＝飯畑勝之執筆部分）、札幌地判平成１５年９月１６日判時１８４２号１３０頁参照。 
24 相澤哲『一問一答 新・会社法〔改訂版〕』（商事法務、２００９）２４５頁 
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ウ 審査に際しての注意 

 提訴請求書の形式要件の具備の審査は、株主代表訴訟の入り口とも言える部分で

重要であり、かつ、法的判断を伴うので、弁護士の確認を得る。 

 
３ 形式要件を充たしていなかった場合の対応 

（１）他の監査役との協議及び関係部署に対する報告 

 形式審査を担当した監査役は審査を終えた段階で他の監査役と協議し、その結果、

提訴請求を受け付けないこととなった場合には、監査役は、その内容を取締役、取

締役会及び関係部署に報告する。 

 

（２）株主に対する応答 

 提訴請求書が形式要件を充たしていない場合、会社は、提訴請求株主に応答する

義務はないが、応答をするか否かは、監査役の協議によって決定するのが通常であ

ろう。 

 

（３）事実関係の調査の要否の判断 

 提訴請求書が形式要件を充たしていない場合でも、株主が形式要件を整えて再請

求してくる可能性がある以上、後日の請求に備えることが必要である。また、当該

書面の記載内容から提訴対象取締役の違法行為・不正行為が疑われれば、監査役は

株主代表訴訟とは関係なく、監査役の職務として調査確認をする必要があるため、

提訴請求書が不適法である場合にも事実関係の調査の要否を監査役間にて協議する

必要がある。 
 
４ 提訴請求書等関連書類の保管 

 株主が提訴請求を前提として株主代表訴訟を提起した場合、提訴請求書の形式要

件の充足が争われることも考えられることから、提訴請求書とともに形式要件を具

備しているか否かの判断に至るまでの資料を証拠として保管する。 
 
５ 対外的な開示 

 特に上場企業については、提訴請求されたことの開示も検討すべき点である。提

訴請求がされただけでは、通常は、上場規則上の適時開示事項にあたらないが、任

意に開示する例はある。開示内容としては、提訴請求に係る案件の簡単な説明と具

体的な請求金額を開示したうえ、「監査役が提訴請求内容を調査し、対応を検討して

いる」旨が述べられる場合が多い。 
 対外的に開示することは、広報部等の職務範囲であるが、会社を代表して提訴す
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るか否かを検討する立場にある監査役としても、開示の要否及び開示の内容につい

て意見を述べることが望ましい。 
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第３章 事実関係の調査、法的検討の進め方 

 

１ 監査役の独任制と監査役間の役割分担 

２ 取締役の責任の有無の調査 

３ 調査・検討過程の記録・保管 

 
監査役は、提訴対象取締役に対して責任追及等の訴えを提起するか否かを判断す

るため、必要に応じて監査役間で役割を分担し、また、業務執行部門や弁護士等の

専門家の協力を得ながら、事実関係の調査と法的検討を行うことになる。 
 
１ 監査役の独任制と監査役間の役割分担 

監査役は独自に会社の代表権を行使できるから（法第３８６条第１項第１号）、提

訴対象取締役に対して提訴するか否かの判断は各監査役によってなされることにな

る。監査役会設置会社においても、取締役に対して提訴するか否かは監査役会の必

要的決議事項ではないため、監査役会に諮り、監査役会の決議をもって訴えを提起

するか否かを決定することは法律上要求されていない。 
もっとも、監査役が組織的・効率的に提訴請求に対応するためには、監査役間で

の役割分担を決める必要があり、例えば、監査役会で「監査役の職務の執行に関す

る事項の決定」（監査役の職務分担の決定。法第３９０条第２項第３号）を行い、提

訴対象取締役の責任の有無の調査を中心となって行う監査役を決定することは考え

られる。調査の中心となるのは、通常、常勤監査役であろう。他方、取締役だけで

はなく監査役に対する提訴請求が代表取締役に対してなされている場合には、提訴

対象となっていない監査役が中心となって調査を行う方が利害関係の有無という観

点からは望ましく、その方が最終的に提訴対象取締役に対して提訴しないという判

断がされた場合でも判断の信頼性は高まる25。 
また、監査役間で役割分担を決めるのであれば、情報はできる限り監査役間で共

有されなければならない。事案によっては、調査に相当の時間を要することも考え

られるので、調査の過程においても、適宜、監査役間で情報共有すべきである。 
最終的な提訴判断は各監査役によってなされるとしても、監査役間で意見のすり

合わせを行うことは許される。むしろ各監査役が善管注意義務を尽くして提訴判断

をするためには、監査役間で慎重に協議することが望ましい。 
 
 

                                                  
25 中村直人「株主代表訴訟制度の概要と監査役としての留意点」月刊監査役５９６号（２０１２）７頁 
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２ 取締役の責任の有無の調査 

（１）事実調査・証拠収集・法的検討と監査役の権限 
監査役は、提訴するか否かの判断にあたり、提訴対象取締役のほか関係部署から

事実関係について報告を求め、必要に応じて意見を徴するとともに、関係資料を収

集し、事案によっては、弁護士や公認会計士等の外部専門家から意見を徴する等、

必要な調査を実施する。 
監査役は、業務執行部門の使用人に対して調査について協力を求めることになる

が、必要に応じ、監査役の報告請求権・業務財産調査権（法第３８１条第２項）を

行使して、調査を実施する。 
 
（２）調査と監査役の独立性 
監査役は、業務執行部門から独立した立場で、提訴の判断を行うのであるから、

監査役を補助する者として使用人や外部の専門家を起用する場合には、この点に留

意する必要がある。 
 
ア 監査役の補助者又は法務部・内部監査部との関係 
監査役の業務執行部門からの独立性からすれば、同じ使用人であっても、監査役

の補助者たる使用人（施行規則第１００条第３項第１号）と法務部門や内部監査部

門といった業務執行部門の使用人とでは、調査への協力の方法・程度に自ずと違い

が出る。 
監査役の補助者であれば、監査役が指揮命令して調査に協力させることができる。

このことは、内部監査部門等の使用人が監査役の補助者を兼務している場合や、社

内規程によって特定の職務について監査役の補助者として監査役の指揮命令に服す

る旨が定められている場合も同様である。 
しかし、監査役の補助者がいない場合はもちろん、いる場合でも、その人数によ

ってはその陣容のみで調査を遂行することは困難である。そのような場合、法務部

門や内部監査部門等の業務執行部門の使用人に調査の補助を求めることも考えられ

るが、監査役は業務執行部門には属さないから、業務執行部門の使用人に対して直

接指揮命令することには限界がある26。また、業務執行部門に委ねた調査の結果につ

いても、提訴対象取締役の責任を調査する場面では、これらの部門の調査結果を鵜

呑みにせず、監査役独自の視点から検証し、必要があれば自ら追加調査しなければ

ならない。 
 

                                                  
26 監査役は、提訴請求に対応するため、法務部等・総務部等・経理部等に対し、会社代表権を有する者として

指揮命令することができると考える見解もある（平田政和「法務部門の機能強化と監査役（下）―法務部門との

有効な連携」月刊監査役５７２号（２０１０）１５７頁）。 
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イ 専門家の関与と弁護士起用の際の留意点 

さらに、提訴対象取締役の責任を調査する際には、法律上の論点や会計上の論点

が生じることがあるので、そのような場合、弁護士、公認会計士等の専門家にも協

力を求める必要があるが、弁護士に相談する際には、監査役の独立性という観点か

ら留意すべき点がある。 
 すなわち、社外監査役の中に弁護士がいて、かつ、株主代表訴訟対応について当

該弁護士が精通している場合には、当該弁護士に留意事項を確認しつつ調査を進め

るのが実践的であり、また、弁護士を社外監査役として選任した目的にも合致する。 
 これに対して、会社の顧問弁護士は、会社の業務内容や業界の事情、過去の経緯

等に理解があると思われる一方で、業務執行部門と緊密な関係があり、独立性には

限界があるとも考えられる。また、提訴請求の対象となっている案件に業務執行部

門からの依頼で過去に関与したことがある場合には、当該案件について顧問弁護士

は利害関係を有するので、監査役はその見解を鵜呑みにできない場合もあろう。 
このようなことから、監査役が提訴請求への対応のために独自に弁護士を起用す

ることも考えられ、その際の弁護士費用は、会社の負担となる（法第３８８条）。最

終的に提訴対象取締役を提訴する可能性が高い事案であれば、監査役が独自に起用

した弁護士に訴訟代理人の職務を委任することになる可能性もあるから、株主から

の提訴請求への対応の段階から適切な弁護士を選定して、相談しつつ対応すべきで

ある。 
これに対して、最終的に提訴対象取締役を提訴する可能性が低いと当初から見込

まれ、仮に株主代表訴訟が提起されても、会社が監査役の同意の下（法第８４９条

第３項第１号）で被告取締役の側に補助参加（法第８４９条第１項、民事訴訟法第

４２条）することが予想される等、業務執行部門と監査役の間の利害対立は小さい

と考えられる場合であれば、監査役も顧問弁護士に相談しつつ対応することも考え

られる。 
 
（３）要件事実を踏まえた事実調査の必要性 

監査役としては、取締役の責任を発生させる要件事実が証拠に照らして立証可能

か否かを判断する必要があり、資料を収集したり関係者に事情を聴取する際はこの

点に留意すべきである。例えば、提訴対象取締役の任務懈怠責任（法第４２３条第

１項）が認められるのは、責任原因の類型ごとに以下の要件事実が認められる場合

である27。 
 

                                                  
27 東京地方裁判所商事研究会『類型別会社訴訟Ⅰ〔第三版〕』（判例タイムズ社、２０１１）２０３頁以下（小

川雅敏＝飯畑勝之執筆部分）及び大江忠『要件事実会社法（２）』（商事法務、２０１１）３５３頁以下を参考

にした。 
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ア 経営判断に係る任務懈怠責任 

提訴対象取締役に、経営判断に係る任務懈怠責任が認められるのは、以下の全て

の事実が認められる場合である。 
①：提訴対象取締役が取締役として一定の事項につき判断決定をしたこと 
②：①につき裁量を逸脱したことを特定ないし基礎付ける具体的事実（法令違反

があったこと、経営判断の前提となる事実認識の過程（情報収集とその分析・

検討）における不注意な誤りに起因する不合理さの有無、事実認識に基づく

意思決定の推論過程及び内容の著しい不合理さの存否等）28 
③：会社に発生した損害及びその金額 
④：①（判断決定）と③（会社の損害）の間の因果関係 

 
イ 取締役・従業員に対する監視・監督義務に係る任務懈怠責任 

提訴対象取締役に、取締役・従業員に対する監視・監督義務（法第３６２条第２

項第２号参照）違反29に関する任務懈怠責任が認められるのは、以下の全ての事実が

認められる場合である。 
①：取締役・従業員による違法行為・不正行為（取締役の善管注意義務違反を含

む） 
②：提訴対象取締役が、取締役として、①（取締役・従業員による違法行為・不

正行為）について監視・監督義務に違反したことを特定ないし基礎付ける具

体的事実（①の取締役等の違法行為・不正行為を知り又は知ることが可能で

あるなどの特段の事情があるのに、これを看過したこと等）30  
③：会社に発生した損害及びその金額 
④：②（監視・監督義務違反）と③（会社の損害）の間の因果関係 

 
ウ 内部統制システム構築・運用義務31に係る任務懈怠責任 

                                                  
28 東京地方裁判所商事研究会『類型別会社訴訟Ⅰ〔第三版〕』（判例タイムズ社、２０１１）２０４頁（小川

雅敏＝飯畑勝之執筆部分）。会社法（自己株式の取得、利益供与）、独占禁止法、刑法（贈賄）等の具体的法令

に違反した場合には、取締役には法令に違反する裁量が認められない以上、通常は、その裁量を逸脱したと解さ

れる（ただし、法令の内容によっては、過失が否定され、責任が否定されることはある。）。他方、このような

具体的な法令違反のない経営上の判断については、その決定の過程、内容に著しく不合理な点がない限り、取締

役の裁量の範囲内と解される（最判平成２２年７月１５日集民２３４号２２５頁）。 
29 監視義務とは、取締役において他の取締役の適正な業務執行を確保すべく行動すべき義務をいい、監督義務

とは、使用人等の従業員の適正な業務執行を確保すべく行動すべき義務をいうと区別して用いられることもあ

るが（東京地方裁判所商事研究会『類型別会社訴訟Ⅰ〔第三版〕』（判例タイムズ社、２０１１）２０４頁（小

川雅敏＝飯畑勝之執筆部分））、両者を総称して監視・監督義務ということもあり、本対応指針も特段区別せず

用いている。 
30 東京地方裁判所商事研究会『類型別会社訴訟Ⅰ〔第三版〕』（判例タイムズ社、２０１１）２５０頁（小川

雅敏＝飯畑勝之執筆部分）参照。なお、内部統制システムの構築・運用と監視・監督義務の関係については、応

用編ケース４を参照されたい。 
31 裁判例においては、大阪地判平成１２年９月２０日判時１７２１号３頁をはじめ「整備」や「構築」といっ
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提訴対象取締役に、内部統制システム構築・運用義務に係る任務懈怠責任が認め

られるのは、以下の全ての事実が認められる場合である。 
①：取締役・従業員による違法行為・不正行為（取締役の善管注意義務違反を含

む） 
②：内部統制システムについての具体的な不備 
③：①の当時、提訴対象取締役が本来構築・運用すべき体制の具体的な内容 
④：③を構築・運用することによる①の結果回避可能性 
⑤：会社に発生した損害及びその金額 
⑥：①（取締役・従業員による違法行為・不正行為）と⑤（会社の損害）の間の

因果関係 
 

（４）業務執行側の調査（第三者委員会による調査等）が先行・並行する場合 

 監査役が提訴判断のための調査を開始するに先立って、又はこれと並行して、業

務執行部門が、第三者委員会を設置して事実調査や原因究明を行う場合がある。監

査役にとっても、このような調査の結果は参考になる場合が多いと思われるが、監

査役はこの結果に拘束されるものではない。また、第三者委員会の調査が６０日間

の考慮期間内に終了するとは限らないから、監査役は独自に調査・検討を進める必

要がある。 
調査の目的という観点からも、日本弁護士連合会の発表した「企業等不祥事にお

ける第三者委員会ガイドライン」（以下、「日弁連ガイドライン」という。）によれば、

「第三者委員会は、不祥事が発生した場合において、調査を実施し、事実認定を行

い、これを評価して原因を分析する」ことを目的とする事実認定のための委員会で

あり32、役職員の法的責任を判定することは目的としていない。また、第三者委員会

の調査対象は、不祥事を構成する事実関係に止まらず、不祥事に至る経緯、動機、

背景、類似行為の存否等にまで及び33、事実認定についても、法律上の証明による厳

格な事実認定に止まらず、疑いの程度を明示した灰色認定や疫学的認定を行うこと

ができる34とされている。これらの点で、第三者委員会の調査は、提訴対象取締役の

法的責任を認めるのに必要な事実が訴訟上立証可能か否かという観点から行われる

監査役の調査と相違する。したがって、監査役が第三者委員会の報告結果を参照す

る場合には、この相違に留意する必要がある。 
もっとも、監査役の調査と第三者委員会の調査が並行して行われる場合には、監

                                                                                                                                                         
た文言のみが使用されることが多いが、当協会は、内部統制システムの整備は「構築」と「運用」からなるもの

と整理しているため（内部統制システムに係る監査の実施基準第６条参照）、本対応指針もこのような用語の整

理に従っている。 
32 日弁連ガイドライン基本原則第１．１ 
33 日弁連ガイドライン基本原則第１．１（１） 
34 日弁連ガイドライン指針第１．１．（２）② 
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査役の調査の対象と第三者委員会の調査の対象が一部重複することも多いので、第

三者委員会の調査のために業務執行部門が収集する資料を監査役の調査においても

活用する等、効率的な調査方法を検討することは考えられる。 
 
３ 調査・検討過程の記録・保管 
 監査役は、提訴判断のために行った調査及び検討の過程と結果について、記録を

作成し保管する必要がある。提訴することとした場合は、訴訟において証拠となる

ものであるし、また、提訴しないと決定した場合においても、監査役が善管注意義

務を尽くしながら提訴請求への対応を行ったことを明らかにしておくためである。 
具体的には、認定した事実関係の詳細、事実認定の根拠となった資料、認定した

事実関係に基づき照会した提訴対象取締役の責任の有無に係る専門家の意見等が記

録・保管対象となり得る。 
 なお、これらの文書は、株主代表訴訟が提起された場合、民事訴訟上の文書提出

命令（民事訴訟法第２２０条第４号）の対象になることもあり得る。  
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第４章 提訴するか否かの判断 

 

１ 勘案すべき要素 

２ 責任が認められる場合の裁判外での解決の検討 

３ 費用の検討 

４ 監査役の意見が分かれた場合の対応 

５ 提訴判断に関する監査役会議事録作成上の留意点 

 
株主から責任追及等の訴えの提訴請求がなされた場合、監査役は事実関係の調査

に基づいて、取締役の法的責任の有無を検討し、提訴するか否かを決定することに

なる。最終的に提訴するか否かの判断においては、以下に述べるとおり、勝訴の可

能性、提訴の必要性、会社が被った損害の程度、提訴対象取締役からの回収可能性、

会社の人的・時間的・金銭的負担等を総合的に考慮することになる。 
なお、提訴したことが会社の信用に対して与える悪影響を考慮して提訴を見合わ

せることの可否については見解の分かれるところである。 
 
１ 勘案すべき要素 

（１）勝訴の可能性 

監査役が会社を代表して提訴し、結果として敗訴した場合には、監査役の提訴の

判断の適切性が問われることになり、その判断に合理的根拠がなかったとすれば、

訴訟追行により生じた会社の費用負担について監査役が任務懈怠の責任を追及され

る可能性がある。したがって、監査役としては事実調査や法的検討を行う際に、立

証に十分な証拠が存在するかも検討し、提訴するか否かを決定すべきである。 
 
（２）提訴の必要性 

提訴対象取締役に責任が認められ、当該取締役からの損害の回復が相当と考えら

れる事案であっても、監査役は直ちに提訴を選択するのではなく、まずは当該取締

役が任意の支払いに応じる可能性について検討すべきである。なお、提訴対象取締

役と任意の支払いについて交渉する権限は、業務執行部門にあると解されるが、監

査役もこの権限を有するとの見解も有力である（下記２（２）「提訴前の和解の可否」

参照）。 
 
（３）損害の程度 

損害が軽微であれば提訴は費用倒れになりかねず、そのような場合にまで提訴す

る必要があるとは限らないため、会社が被った損害の金額を考慮する。 
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（４）損害の回収可能性 

提訴対象取締役に資力がないのであれば、たとえ勝訴しても損害賠償を得られず、

結局損害を回収できない。そのため、提訴対象取締役の資力の有無を調査したうえ

で、損害の回収可能性を考慮して提訴の当否を判断することも許される35。 
 
（５）会社の人的・時間的・金銭的負担 

提訴に踏み切れば、会社は訴訟対応のための人的・時間的負担や、弁護士費用・

印紙代等の金銭的負担（下記３参照）を避けることはできない。提訴の判断にあた

っては、これらの負担の大きさと損害の回収可能性を比較することも一要素となる。 
 
（６）会社の信用に対する影響 

会社が取締役に対して提訴するとなれば、会社の信用低下による株価下落や取引

への悪影響が懸念されることもあり得るため、そのような悪影響についても検討す

ることになろうが、この点については、特に重大な義務違反の場合は、考慮すべき

ではないという見解も有力である36。 
 
２ 責任が認められる場合の裁判外の解決の検討 

（１）任意の賠償 

取締役が責任を認め、任意に全額の賠償をする場合には、その賠償により会社は

損害を回復できるため、提訴の必要はなくなる。監査役としては、まず取締役が任

意に支払う可能性につき検討することとなる。 
 
（２）提訴前の和解の可否 

会社（監査役が会社を代表する。）と提訴された取締役との間で、提訴後に訴訟上

の和解をする場合には、総株主の同意がなくとも和解をすることができる（法第８

５０条第４項、第４２４条）。 
他方、会社（代表取締役が会社を代表する37。）と提訴対象取締役との間で提訴前

に和解をする場合には、原則どおり、会社法上の手続を経る必要がある。したがっ

                                                  
35 損害の回収可能性を考慮してはならないとする見解も存在する（近藤光男「監査役の義務と責任」商事法務

１３８３号（１９９５）７頁）。 
36 会社の信用に対する悪影響を考慮すべきか否かについては、肯定する見解（今井宏『株主総会の理論』（有

斐閣、１９８７）２７４頁、江頭憲治郎『株式会社法 第５版』（有斐閣、２０１４）５２５頁）と、否定的な

見解（山下友信「取締役の責任・代表訴訟と監査役」商事法務１３３６号（１９９３）１２頁、近藤光男「監査

役の義務と責任」商事法務１３８３号（１９９５）７頁）が存在する。否定的な見解を唱える山下教授は、上記

論文において、少なくとも「取締役の責任がはっきりしており、それが重大なものである場合には、訴訟の提起

をすることが監査役の義務になる」としている。 
37 代表取締役のみならず、監査役にも提訴前に会社を代表して和解をなす権限が認められるとする見解もある

（小林秀之ほか『新版・株主代表訴訟大系』（弘文堂、２００２）２９７頁（池田辰夫執筆部分））。 
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て、提訴前の和解が損害賠償責任の減免を含む場合には38、原則として、総株主の同

意が必要となる（法第４２４条）。株主総会決議によって提訴対象取締役の損害賠償

責任を減免すること（法第４２５条第１項）や、取締役の責任を取締役会決議で減

免できる旨の定款の定めがある場合（法第４２６条第１項）にその規定を活用する

ことも考えられるが、上場会社においては、現実には活用は困難な場合が多いであ

ろう。 
なお、取締役が会社との間で責任限定契約を締結している場合には、当該取締役

が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がないときは、その責任の範囲は報酬の

２年分等に限定され、それを超える損害については責任を負わない（法第４２７条

第１項、第４２５条第１項第１号ハ）39。したがって、このような契約を根拠に、責

任の範囲を報酬の２年分等と限定して当該取締役との間で和解することも考えられ

るが、当該取締役に悪意・重過失があったとして株主が代表訴訟を提起してきた場

合には、裁判所で善意・無重過失か否かをめぐって訴訟が係属することになるので、

終局的な解決にはならない可能性がある。 
 
（３）提訴前の和解の留意点 

会社が提訴対象取締役との間で、損害賠償債務のうち一定額が支払われた場合に

は残額については請求しない旨の提訴前の和解をした場合、株主が代表訴訟を提起

しなければ、事実上、当該係争は終了する（会社法が定める上記（２）記載の責任

減免手続を経ていない限り、株主が代表訴訟を提起してきた場合は、和解金の額を

超える部分について、取締役に支払いが命じられる可能性はある。）。 
しかし、当該支払額が提訴対象取締役の支払能力に比して過小であれば、そのよ

うな和解をなした代表取締役はもちろん、当該和解を理由に提訴を見送った監査役

も善管注意義務違反の責任を問われることがあり得る。 
 
３ 費用の検討 

（１）印紙代 

株主が取締役に対して代表訴訟を提起する場合、当該訴えは訴訟の目的の価額の

                                                  
38 訴訟を未然に防止するために会社と代表訴訟を提起されそうな取締役との間でなされる和解は、取締役の責

任の免除に該当し得る（小林秀之ほか『新版・株主代表訴訟大系』（弘文堂、２００２）２９７頁）。なお、分

割払いについては、弁済の猶予に該当するものの、金利を免除するものでなければ、そもそも取締役の責任の

免除にならないといえるため（渡邊顯ほか『現代企業法務の課題と対策 ①商事法務編』（新日本法規、１９９

８）１１３頁（高田亨執筆部分））、分割支払いの合意をした方が会社にとって有利である場合には、会社と取

締役との間で分割払いの合意が成立したことを理由に提訴を見送った監査役の対応も善管注意義務違反とはな

らない。 
39 なお、平成２６年の会社法改正により、責任限定契約を締結可能な役員の範囲が変更され、取締役について

は業務執行取締役等でない取締役、監査役については全ての監査役につき、責任限定契約を締結することが可

能になった。 
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算定については、財産権上の請求でない請求に係る訴えとみなされる（法第８４７

条の４第１項）。なぜなら、請求が認容されても株主に直接損害賠償金が支払われる

わけではないからである。したがって、訴え提起時に手数料として訴状に貼付する

必要がある印紙の額は、取締役に対し賠償を請求する額にかかわらず、１万３００

０円となる（民事訴訟費用等に関する法律第４条第２項、第３条第１項）。 
他方、監査役が会社を代表して責任追及等の訴えを提起する場合には、上記の規

定は適用されず、原則どおり、訴額に応じた印紙代が必要となる（同法第４条第１

項、別表第一第１項）。よって、会社の損害が多額であり、訴額が大きくなる場合に

は、貼用印紙代も多額に及ぶことになる。 
 
（２）弁護士費用 

監査役が会社を代表して提訴をする場合、訴訟代理人として起用する弁護士の費

用が生じる40。弁護士費用については、①着手金及び報酬金という二段階に分けて算

定する方法、②時間制（タイムチャージ）により算定する方法、③定額制により算

定する方法等があり得る。①又は③の場合には、経済的利益の大きさに応じて報酬

を算定するのが一般的であり、取締役に対する賠償請求額により弁護士費用も変動

し得る。上記１（５）記載のとおり、提訴の判断においては、弁護士に見積もりを

依頼し、損害額及び回収可能性との兼ね合いで費用倒れにならないかを見極める必

要がある。 
 
４ 監査役の意見が分かれた場合の対応 

監査役は独任制の機関であり、複数の監査役が存在する場合であっても、各監査

役は単独でその権限を行使することができる。したがって、監査役の意見が分かれ

た場合であっても、各監査役は単独で会社を代表し取締役に対する責任追及等の訴

えを提起し得る41。もっとも、監査のために業務財産調査権等の権限を行使する場合

とは異なり、会社の代表権については、監査役ごとに矛盾する権限行使がなされる

事態は避けるのが望ましいことから、提訴するか否かの判断について、監査役間で

合意形成に向けた十分な意見交換がなされることが望ましい。 
 
５ 提訴判断に関する監査役会議事録作成上の留意点 

提訴についての協議を監査役会において行った場合は、その概要や結論を監査役

                                                  
40 監査役が提訴せず、株主が代表訴訟を提起し勝訴した場合、株主は会社に対し、生じた弁護士費用の範囲内

で相当と認められる額の支払を請求することができる（法第８５２条第１項）。「相当と認められる額」とは、

具体的には、当該訴訟における事案の難易、弁護士が要した労力の程度及び時間、認容された額、判決の結果

会社が回収した額、訴えの性格その他諸般の事情を総合的に勘案して定められるべきものとされている（大阪地

判平成２２年７月１４日判時２０９３号１３８頁）。 
41 落合誠一『会社法コンメンタール８－機関（２）』（商事法務、２００９）４２４頁（吉本健一執筆部分） 
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会の議事録に記載することになろう。なお、監査役会議事録は、株主、債権者及び

親会社社員による閲覧・謄写請求の対象となり得る（法第３９４条第２項・第３項）。

また、監査役会議事録は会社が法令上作成義務を負う文書であるから、株主代表訴

訟においては、文書提出命令により会社が提出を命じられる可能性もある（民事訴

訟法第２２０条第４号）。 
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第５章 取締役会・監査役会の議事録の閲覧・謄写請求への対応 

 

１ 会社に対する閲覧・謄写請求への対応 

２ 裁判所に対する閲覧・謄写の許可の申立てがなされた場合の対応 

 

 

責任追及等の訴えの提訴請求をする株主は、提訴請求に先立ち、又は提訴請

求と並行して、提訴請求に係る事案が決議又は報告された取締役会議事録及び

監査役会議事録（以下、あわせて「議事録」という。）の閲覧・謄写を請求する

ことがある。閲覧・謄写請求への対応は、業務執行部門の職務範囲に入り、監

査役の職務範囲ではないが、提訴請求に対する監査役の対応とも無関係ではな

いので、制度の概要を以下説明する。 

 

１ 会社に対する閲覧・謄写請求への対応 

（１）議事録の閲覧・謄写制度 

監査役（会）設置会社の株主は、その権利を行使するため必要があるときは、

裁判所の許可を得て、議事録の閲覧・謄写の請求をすることができる（法第３

７１条第２項・第３項、第３９４条第２項）。 

 

（２）会社に対する閲覧・謄写の請求がなされた段階での留意点 

株主が会社に対して議事録の閲覧・謄写に応じるよう求めた場合42、裁判所の

許可がなくとも、会社が任意に閲覧・謄写に応じることは可能である43。しかし、

閲覧・謄写を認めると重大な企業秘密が漏えいしてしまうため、裁判所の許可

が得られないであろう場合にまで、任意に閲覧・謄写をさせたときは、取締役

は善管注意義務違反の責任を問われ得る44。そして、いかなる場合に裁判所の許

可が得られないかの判断は困難であるため、実務上は、裁判所の許可なしに閲

覧・謄写に応じることは避ける方が無難である。 

会社が閲覧・謄写に応じない場合、株主は、裁判所に対し、許可の申立てを

行うことが予想される。そのため、会社としては、裁判外の閲覧・謄写請求が

あった時点で、弁護士に相談し、許可の裁判の審理において十分な主張・立証

活動ができるよう準備することが肝要である。 

                                                  
42 株主による議事録の閲覧・謄写の請求は少数株主権等の行使にあたるため、株券電子化の対象である会

社においては、個別株主通知が必要である（社債、株式等の振替に関する法律第１５４条第３項）。 
43 元木伸『改正商法逐条解説〔改訂増補版）〕』（商事法務研究会、１９８３）１３２頁 
44 酒巻俊雄ほか『逐条解説会社法 第４巻 機関・１』（中央経済社、２００８）５９３頁 
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なお、株主の会社に対する閲覧・謄写の請求書において記載された理由自体

が取締役の善管注意義務違反を疑う端緒となり得る。そのため、監査役として

は、株主から議事録の閲覧・謄写の請求がされたことを知った場合、その時点

ではまだ提訴請求がされていなくとも、監査役の職務の一環として、閲覧・謄

写の請求書において指摘されている取締役の職務執行状況について調査する必

要が生じ得ることに留意する必要がある。 

 

２ 裁判所に対する閲覧・謄写の許可の申立てがなされた場合の対応 

（１）裁判手続 

裁判所に対し、議事録の閲覧・謄写の許可の申立てがなされた場合、裁判所

は、審問の期日を開き、申立人及び閲覧・謄写を請求された会社の陳述を聴か

なければならない（法第８７０条第２項第１号）。会社が、閲覧・謄写を拒絶し

たい場合には、裁判所における審問の機会において、下記（２）のとおり主張・

立証活動を行うことになる。通常は、弁護士に委任し、代理人弁護士が審問期

日に出頭して、会社側の主張・立証を行う。審問期日が指定されると、裁判所

書記官から、期日呼出状、申立書の写し及び書証（添付資料）が送付されるた

め、会社としては送付を受けた段階で直ちに弁護士と対応を協議する必要があ

る。 

 

（２）会社側の主張・立証活動 

裁判所の許可の要件は、権利を行使するため閲覧・謄写の必要があることと、

会社に著しい損害が生ずるおそれがないことである（法第３７１条第２項から

第６項）。 

そのため、裁判所に対して許可の申立てがなされた場合、会社としては、次

のような主張・立証活動をしていくことが考えられる。 

 

① 権利行使のため閲覧・謄写をする必要がないこと 

会社は、株主が株主権の行使以外の目的（例えば、労働契約上の権利行使の

目的、他の訴訟の証拠を収集する目的等）で閲覧・謄写を請求しているなど、

株主権行使のための閲覧・謄写の必要性が存しない場合には、そのことを主張・

立証して、申立ての却下を求めることが考えられる。 

 

② 会社に著しい損害が生じるおそれがあること 

会社は、株主にとって閲覧・謄写の必要性が低い一方で、それにより企業秘

密が漏えいするなどして会社に著しい損害が生じるおそれがある場合には、そ

のことを主張・立証して許可申立ての却下を求めることになる。 
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③ 許可の範囲を限定すべきこと 

閲覧・謄写の請求がなされた議事録のうち、一部については閲覧・謄写の必

要性を欠くか又は開示により会社に著しい損害が発生するおそれが存するとい

う場合には、会社は、閲覧・謄写が認められるべきでない範囲を明示して、そ

の部分については閲覧・謄写を許可しないよう主張・立証を行うことも考えら

れる。閲覧・謄写が認められるべき範囲が特定されるときは、裁判所はその範

囲に限って閲覧・謄写を許可することができる45。 

 

（３）裁判によらない解決 

従来は、議事録の閲覧・謄写許可申立事件のような非訟事件について、当該

非訟事件の手続において和解することができる法令上の根拠がなかったため、

株主と会社が和解する場合も、例えば、議事録の一部について利用目的を株主

代表訴訟での使用等に限定する旨の誓約書を株主から徴求したうえで会社が任

意に写しを交付し、株主が申立てを取り下げるといった運用により解決がなさ

れることがあった。 

この点、平成２５年１月１日施行の非訟事件手続法において和解制度が導入

されたため（非訟事件手続法第６５条第１項）、会社が議事録の全部又は一部に

ついて閲覧・謄写に応じる旨の和解をすることにより解決することも可能にな

っている46。 

 

（４）許可の決定に対する対応 

裁判所が許可の決定をした場合、会社は、２週間の即時抗告期間の経過前に、

即時抗告をするか否かを決定しなければならない（法第８７２条第５号、非訟

事件手続法第６７条第１項）。許可の決定に対して即時抗告をした場合、即時抗

告が棄却されて原決定が確定するまでは閲覧・謄写の請求に応じなくてよい（執

行停止の効力。法第８７３条）。他方、裁判所の許可の決定が確定したときは、

会社は拒否することができず、閲覧・謄写への不当な拒絶に対しては、１００

万円以下の過料の制裁に処せられることがある（法第９７６条第４号）。 

 

                                                  
45 大隅健一郎ほか『会社法論 中巻〔第三版〕』（有斐閣、１９９２）１９８頁 
46 大阪地方裁判所商事研究会『実務ガイド 新・会社非訟 会社非訟事件の実務と展望』（金融財政事情

研究会、２０１４）２７９頁 
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第６章 提訴しないと決定した場合の対応 

１ 不提訴理由通知書の内容 

２ 提訴請求株主以外への報告・開示等 

３ 株主代表訴訟が提起された場合の被告取締役への補助参加の同意にあたっての判断 

４ 株主代表訴訟が提起された場合の裁判上の和解の際の留意点 

 

 
 監査役が提訴しないと決定した場合には、株主等に対してその旨を通知する

ことになるが、これに納得しない提訴請求株主から、その後、代表訴訟が提起

される可能性がある。その場合においても、訴訟手続において監査役が対応を

検討すべき場面がある。 

 

１ 提訴しないと決定した場合の不提訴理由通知書の内容 

（１） 不提訴理由通知書47 

ア 制度の概要 

 監査役が株主から責任追及等の訴えの提訴請求を受けたが、訴えを提起しな

いと判断した場合において、株主又は提訴対象取締役からの請求があったとき

は、監査役48は、遅滞なく提訴しない理由を、書面又は電磁的方法により通知し

なければならない（法第８４７条第４項、施行規則第２１８条（以下、電磁的

方法によるものも含めて「不提訴理由通知書」という。））。 
 この通知を怠ったとき又は不正の通知をしたときは、監査役は１００万円以

下の過料の制裁に処せられることがある（法第９７６条第２号）。ただし、提訴

請求自体が不適法である場合には、不提訴理由を通知する必要はない49。もっと

も、提訴請求が不適法である旨を監査役の側で任意に通知することは差し支え

ない50。 
 
イ 監査役会との関係 

 提訴請求を受けた監査役は、それぞれ会社を代表して請求者に対して各別に

不提訴理由の通知を行うことも可能である。もっとも、特に監査役相互間で意

見の相違がない場合には、１通の書面をもって全ての監査役連名による不提訴

                                                  
47 不提訴理由通知書のサンプルについて、応用編４３頁参照。 
48 不提訴理由通知書は、請求対象者に対する責任追及等の訴えを提起する権限を有する者が作成するため

である（相澤哲ほか『論点解説 新・会社法』（商事法務、２００６）３５２頁）。 
49 相澤哲ほか『論点解説 新・会社法』（商事法務、２００６）３５１頁 
50 相澤哲ほか『立案担当者による新会社法関係法務省令の解説』別冊商事法務３００号（商事法務、２０

０６）４２頁（相澤哲、石井裕介執筆部分） 
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理由の通知を行うことが可能であり51、これが適切であろう52。 
 
（２） 通知書に何を記載すべきか 

 不提訴理由通知書には、以下の事項を記載しなければならない（施行規則第

２１８条第１号から第３号）。 
 
ア 株式会社が行った調査の内容（提訴請求対象者の責任又は義務の有無に

ついての判断の基礎とした資料を含む） 

 提訴請求に掲げられた事実関係についての調査の結果及びその証拠関係を指

す。 
 すなわち、調査の内容とは、調査の時期、調査を行った者、判断の基礎とし

た資料の項目、調査の方法（書類上の調査か、聞き取りをしたか等）、調査によ

って判明した事実等を指す53。また、資料については、会社が調査した資料の全

てを記載する必要はなく、提訴請求対象取締役の責任の有無についての判断の

基礎とされなかった資料は除かれる54。また、資料とは標目を指し、資料の内容

そのものではない55。 
 
イ 提訴請求対象者の責任又は義務の有無についての判断及びその理由 

 調査により判明した事実を前提とする提訴請求対象取締役の損害賠償責任の

有無についての判断及びその理由を指す。 
 
ウ 提訴請求対象者に責任又は義務があると判断した場合において、責任追

及等の訴えを提起しないときは、その理由 

 提訴請求対象取締役の損害賠償責任があるにもかかわらず、監査役が責任追

及等の訴えを提起しない場合の理由を指す。 
 理由の例として、損害額が僅少であるため、訴えによって損害回復を図るこ

とによりかえってコストがかかって損害を拡大することになることが挙げられ

る56。 
 
                                                  
51 相澤哲ほか『論点解説 新・会社法』（商事法務、２００６）３５２頁 
52 当協会の監査役監査基準においても、監査役は、監査役会における審議を経て、不提訴理由通知書の内

容を検討するとされており（監査役監査基準第４９条第４項柱書）、監査役間の協議による意見の集約を経

た不提訴理由通知の作成が想定されている。 
53 相澤哲ほか『論点解説新・会社法』（商事法務、２００６）３５１頁 
54 相澤哲「省令の概要と株式・機関関係」企業会計第５８巻第４号（２００６）２４頁 
55 相澤哲『立案担当者による新会社法関係法務省令の解説』別冊商事法務３００号（商事法務、２００６）

４１頁 
56 相澤哲ほか『論点解説 新・会社法』（商事法務、２００６）３５１頁 
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（３）不提訴理由通知書にどの程度記載すべきか 

 監査役として、不提訴理由通知書をどこまで詳細に作成すべきか、その程度

を決するに際しては、以下の点に留意する必要があろう。 
 
ア 作成者たる監査役の善管注意義務との関係 

 不提訴理由通知書においては、監査役は、株主の提訴請求に対しいかなる調

査を行い、なぜ不提訴の結論に至ったのかを開示することが要求される。 
 監査役が提訴を見送った結果、株主代表訴訟が提起され、原告株主が勝訴し

ても、監査役が合理的な情報を収集し、誠実に判断したうえで提訴しないと判

断したのであれば監査役の任務懈怠責任は問われないが、調査の実態と内容に

よっては、不提訴の判断をした監査役の責任が問われる余地がある57。その際、

不提訴理由通知書の記載内容は、監査役の任務懈怠の有無を判断する際にも参

考とされる可能性がある。 
 
イ 株主代表訴訟との関係 

（ア） 不適切な訴訟を回避できる可能性 

 会社側が提訴をしない理由を明確に株主に伝えることにより、株主が、充実

した調査結果に納得したうえで株主代表訴訟の提起を断念し、その結果、取締

役や会社としても本訴において無益な追行を行うことを回避できることとなる

場合がある。 
 

（イ） 記載された調査内容が証拠資料になる可能性 

 当該提訴請求にかかる株主代表訴訟が提起された場合、当事者は、会社から

入手した不提訴理由通知書を書証として裁判所に提出することができる。 
 また、不提訴理由通知書に記載された判断の基礎とした資料は、原告株主か

らの文書提出命令の申立てや裁判所から任意の提出を求められる対象になる可

能性がある。 
 
（ウ） 担保提供命令制度との関係 

 訴えに理由がないことを十分に説明されながら、あえて株主が代表訴訟の提

起に及ぶ場合には、不提訴理由通知書は、担保提供の申立て（法第８４７条の

４第２項）に必要とされる「訴えの提起が悪意によるものであること（法第８

４７条の４第３項）」を疎明する資料となり得る。 

                                                  
57 小林秀之ほか『株主代表訴訟とコーポレート・ガバナンス』（日本評論社、２００８）５２頁、１００

頁 
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２ 提訴請求株主以外の関係者への報告・開示等 

 監査役が責任追及等の訴えを提起しないと判断した場合、不提訴理由の通

知以外には、以下の対応が必要となる。 
 
（１）代表取締役・取締役会への報告 

 提訴対象取締役から不提訴理由通知書を請求された場合でなくとも、関係者

において今後の対応の準備をする必要もあるので、代表取締役及び提訴対象取

締役に対し、監査役としての不提訴の判断内容を通知する。また、代表取締役、

法務部等を担当する取締役に対しては、監査役が提訴しない理由及び株主代表

訴訟が提起された場合の訴訟の見通し等を説明することが多いであろう。 

 監査役が提訴しないと判断した場合であっても、株主から提訴請求がなさ

れた事実そのもの及び提訴請求の対象となった事案は会社にとって重要な事

項である。そこで、取締役会において、監査役から、検討過程と結論、今後

の見通し、その他派生すると考えられる問題点等を報告・説明することが考

えられる。この報告・説明は、結論に至った場合はもとより、調査の途中で

も、途中経過として適切な時期に行われるべきである。 
 
（２）資料の保存 

 不提訴の判断に至るまでの検討・調査に用いた一連の資料については、後

に代表訴訟を提起された場合の証拠にもなり得るので必要に応じて保存する。 
 
（３）広報との連携 

 提訴請求を受領したこと及び不提訴を決定したことは、上場企業であって

も、通常は、金商法上又は証券取引所規則上開示が必要となる事項にあたる

ものではない。したがってこの事実を、任意に報道機関を含めて社内外のど

の範囲の関係者に対してどのように開示するかは、監査役、法務部門、広報

部門等で協議して決定する必要がある58。 
 

３ 株主代表訴訟が提起された場合の被告取締役への補助参加への同意にあた

っての判断 

（１） 原告側に対する会社の訴訟参加 

 株主代表訴訟が提起された後、会社が被告取締役の責任を追及することが必

                                                  
58 なお、上場会社において、監査役が提訴しないこととしたことが、インサイダー取引規制上の重要事実

とならないかに留意する必要があるが、これらにあたるとされる可能性は一般的には低いと思われる。 
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要であると考えた場合には、会社は、原告株主側に訴訟参加をすることができ

る59。 
 もっとも、監査役が訴訟により当該被告取締役の責任を追及することが必要

であると判断したのであれば、株主からの提訴請求がなされた時点で、自ら責

任追及等の訴えを提起していて然るべきであるから、このような事態は現実に

は考えにくい。 
 

（２） 被告側に対する訴訟参加 

ア 制度の概要 

 株主代表訴訟の提起後、会社は、被告取締役側に補助参加をすることができ

る（法第８４９条第１項本文参照）。 
補助参加とは、訴訟の結果について利害関係を有する第三者が、当事者の一

方を補助するために、補助参加人という従たる立場で訴訟に参加するものであ

る（民事訴訟法第４２条）。補助参加人は、自己の利益を守るために訴訟に関与

するので、原則として一切の訴訟行為ができる。しかし、被参加人（ここでは、

被告取締役）ができない訴訟行為、被参加人の行為と抵触する訴訟行為及び被

参加人に不利益な訴訟行為をすることはできない（民事訴訟法第４５条第１項

但書・第２項）。 
 
イ 補助参加の可否及び当否 

 通常、補助参加をする場合には民事訴訟法第４２条に規定される要件（補助

参加の利益）を充たす必要がある。しかし、会社法下の株主代表訴訟について

は、立案担当者の説明では、会社が、被告取締役側に補助参加するに際し、補

助参加の利益は不要であり、当然に被告側に補助参加できるとされている60。 
これに対し、法第８４９条第１項の規定からは、民事訴訟一般に要件となる

補助参加の利益を不要とする規律は読みとれないとして、立案担当者の見解に

反対する見解もある61。 
 

                                                  
59 株式会社が取締役の責任を追及するためにする参加としては、法第８４９条第１項により、①原告とし

て係属中の株主代表訴訟に共同訴訟参加（民事訴訟法第５２条）をすることや、②株主側への補助参加（民

事訴訟法第４２条）をすることが考えられる（神作裕之ほか『会社裁判にかかる理論の到達点』（商事法

務、２０１４）４１１頁（笠井正俊執筆部分））。なお、共同訴訟参加とは、第三者が当該訴えの原告の

請求と同じ訴えを提起するか（原告側への共同訴訟参加）、又は原告の訴えに対し請求棄却又は訴え却下

の申立てをする（被告側への共同訴訟参加）ことによって、第三者が原告又は被告の共同訴訟人として参

加するものをいう。 
60 相澤哲『一問一答 新・会社法〔改訂版〕』（商事法務、２００９）２５１頁 
61 笠井正俊「株主代表訴訟における訴訟要件・不提訴通知・訴訟参加をめぐる問題」民事訴訟雑誌５５号

（２００９）１４７頁 
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ウ 会社を代表する者及び監査役の同意 

補助参加において、参加する会社を代表する者は、監査役ではなく、本来の

会社代表者（代表取締役）である（法第３４９条第４項）62。会社が補助参加を

する場合には、監査役の同意が必要である（法第８４９条第３項第１号）。監査

役が複数いる場合には、各監査役の同意が必要である（法第８４９条第３項第

１号かっこ書）。 
補助参加することが会社の利益とならないにもかかわらず、監査役が補助参

加に同意した場合、それが監査役の善管注意義務違反を構成することがあり得

る63。株主代表訴訟においては会社と被告取締役は形式的には対立しており、ま

た、補助参加のためには会社の費用の支出が必要であることなど64に鑑みても、

監査役は、弁護士に照会する等した上、慎重に同意の可否を決すべきである。 
 

エ 補助参加した場合の訴訟代理  

 会社が補助参加するときは、被告取締役が依頼した弁護士とは別の弁護士に

依頼する必要がある。 
 もっとも、会社が被告取締役に補助参加を行うということは、会社と当該被

告取締役の利害関係が一致しており、訴訟の追行において、会社と被告取締役

の主張が重なり合うことも多いことを意味するから、訴訟代理人弁護士は別の

弁護士とするものの、答弁書や準備書面において一方が他方の主張を援用する

など、訴訟準備や訴訟活動は協力して行われることになろう。 
 
４ 株主代表訴訟が提起された場合の裁判上の和解の際の留意点 

（１）株主による訴訟上の和解の可否 

株主代表訴訟を提起した場合には、株主は、会社の承認がない限り、被告取

締役との間で訴訟上の和解をすることができない（法第８５０条第１項参照）65。 

株主が被告取締役との間で訴訟上の和解をしようとする場合には、裁判所か

                                                  
62 東京地方裁判所商事研究会『類型別会社訴訟Ⅰ〔第三版〕』（判例タイムズ社、２０１１）２９８頁（小

濱浩庸執筆部分） 
63 判例は、会社が被告取締役側に補助参加することが許される場合として、取締役に対する損害賠償請求

が認められれば、その取締役会の意思決定を前提として形成された会社の私法上又は公法上の法的地位又

は法的利益に影響を及ぼすおそれがあり、取締役の敗訴を防ぐことに法律上の利害関係を有する場合を挙

げている（旧商法下の判例ではあるが、最決平成１３年１月３０日民集５５巻１号３０頁）。 
64 なお、補助参加した場合、会社が、被告取締役にとって有利・不利を問わず、当事者としての文書提出

義務を負う点を考慮すべきあるとの指摘もある（新谷勝『株主代表訴訟改正への課題』（中央経済社、２

００１）１７５頁）。 
65 厳密には、会社が異議を述べた場合には、株主が被告取締役との間で、訴訟上の和解をしても、会社又

は他の株主との関係において再訴禁止の効力が発生せず（会社法第８５０条第１項）、被告取締役として

は、会社の承認がないと、株主と和解をしても最終的な解決とならない可能性があるため、通常、株主と

の和解に応じることはできないということである。 
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ら会社に対し、和解の内容が通知され、かつ、和解に異議があるときは２週間

以内に異議を述べるべき旨が催告され（法第８５０条第２項）、監査役は、会社

を代表して当該通知および催告を受ける（法第３８６条第２項第２号）。会社が

書面により異議を述べなかった場合には、当該通知の内容で和解をすることを

承認したものとみなされる（法第８５０条第３項）。 

 

（２）株主による訴訟上の和解に異議を述べるか否かを検討する際の留意点 

会社が株主による訴訟上の和解に異議を述べるか否かについては、各監査役

が判断することとなり、監査役のうち一人でも異議を述べた場合には、会社は

和解をすることができない（法第３８６条第２項第２号参照）66。株主が、本来

認められるべき被告取締役の損害賠償責任額に比して過小な額で和解をするな

ど会社にとって不利な内容で和解をしようとする場合において、監査役が漫然

と当該訴訟上の和解に異議を述べることを怠った場合には、監査役は善管注意

義務違反の責任を問われる可能性がある。よって、監査役は、株主の勝訴の可

能性、会社の損害の程度及び当該取締役からの損害の回収可能性等について検

討し、和解に異議を述べるか否かを慎重に検討する必要がある。 

なお、会社が異議を述べられる期間は、裁判所の通知から２週間以内であり、

非常に短期間であることから、監査役は、株主代表訴訟において和解の可能性

が生じた段階からは、上記考慮要素を踏まえた検討を開始する必要がある。 

 

 

                                                  
66 落合誠一『会社法コンメンタール８－機関（２）』（商事法務、２００９）４２４頁（吉本健一執筆部

分）参照 
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第７章 提訴すると決定した場合の対応 

１ 代理人弁護士の選定 

２ 会社を代表する監査役の決定 

３ 提訴対象取締役への通知 

４ 仮差押えの検討 

５ 提訴請求株主への対応 

６ 広報対応との連携 

７ 公告がなされたことの確認 

８ 和解にあたっての留意点 

 

 
 監査役が提訴対象取締役に対し責任追及等の訴えを提起すると決定した場合

には、監査役は、代理人弁護士の選定をはじめとする必要な対応をとることに

なる。 
 
１ 代理人弁護士の選定 

 監査役が会社を代表して提訴対象取締役を提訴する場合、通常、監査役が提

訴請求への対応を相談していた弁護士に訴訟追行を委任することが多いであろ

う。もっとも、監査役が独自に弁護士を選任することなく顧問弁護士に相談し

ながら提訴請求に対応していた場合、顧問弁護士に訴訟追行を委任すべきか否

かについては慎重に判断する必要がある。顧問弁護士は、共通編１９頁でも述

べたとおり、会社の業務内容や業界の事情、過去の経緯等に関して知識がある

ため、十分な理解のもと訴訟追行を行うことが期待できる場合も多いであろう

し、会社との信頼関係もあろう。他方で、顧問弁護士は、業務執行部門から継

続的に相談を受ける立場にあり、提訴対象となった事案について法的助言をし

ていることや、提訴対象取締役と面識があることも考えられる。顧問弁護士に

訴訟追行を委任すべきか否かは、このような利害関係の有無を確認したうえで、

また、当該弁護士の受任意思も確認したうえで、判断する必要がある。 
 
２ 会社を代表する監査役の決定 

 監査役は独任制の機関であり、監査役は独自に会社の代表権を行使できるか

ら（法第３８６条第１項第１号）、提訴に反対する監査役は、賛成者とともに提

訴することを強制されない。そのため、会社を代表する監査役を提訴に賛成す

る監査役から選定することは当然である。 
 訴状における当事者の記載（民事訴訟法第１３３条第２項第１号）について
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は、賛成者全員を連名で訴状に会社代表者として記載する方法も考えられるが、

監査役間で会社を代表する者を決定し、この者のみを訴状に会社代表者として

記載する方法をとるのが通常である67。会社を代表する監査役は、通常、訴状に

代表者として記載されるのみならず、弁護士や社内の各部署と連携しながら訴

訟準備を行うことになるから、いずれの方法によるにせよ、提訴に賛成してい

る限り、訴訟準備に時間や労力を割きやすい常勤監査役を会社代表者に選定す

るのが現実的である。 
もっとも、提訴請求の対象となっている事実に関してある監査役が代表取締

役から訴えを提起されているような場合は、実質的に会社と当該監査役の間に

利益相反があるため、当該監査役を会社代表者に選定するのは望ましくないと

いえる。 
また、元取締役の監査役がいる場合、提訴請求の対象となっている事実がこ

の者の取締役当時の職務執行に関係していることがあり得るが、提訴対象取締

役の責任が認められると当該監査役の取締役当時の職務執行について善管注意

義務違反が認められる事態に発展する可能性があるような場合は、実質的に会

社と当該監査役の間に利益相反があるため、当該監査役を会社代表者に選定す

るのは望ましくないといえる。 
 

３ 提訴対象取締役への通知 

 監査役が取締役を提訴することを決定した事実は業務執行部門にとっても重

要な事実であるから、監査役が提訴対象取締役を提訴することを決定した時点

で、通常、取締役会においてその旨報告され、提訴対象取締役にも通知される

ことになろう。もっとも、提訴対象取締役が財産を隠匿するおそれがある場合

等には、次に述べるとおり、弁護士と協議のうえ、仮差押えを先行させること

を検討すべきである。 
 
４ 仮差押えの検討 

 提訴対象取締役が財産を隠匿するおそれがある場合には、会社の損害賠償請

求権を保全するため、監査役は、弁護士とも協議のうえ、仮差押えをすべきか

否かを検討することになる。典型的な仮差押えの目的物としては、提訴対象取

締役の自宅不動産や預金が考えられる。仮差押えをするためには「保全の必要

性」を疎明する必要があるが（民事保全法第１３条）、この点は、損害賠償責任

に対する提訴対象取締役の態度や同人が当該目的物を処分するおそれ、同人の

財産状況、仮差押命令の発令により同人が被る損害の程度等を勘案のうえ判断

                                                  
67 今井宏＝伊藤智文「株主代表訴訟と監査役」月刊監査役３２０号（１９９３）２０頁 



 40

されることになる。 
 
５ 提訴請求株主への対応 

 会社は、責任追及等の訴えを提起したときは、遅滞なくその旨を公告し、又

は株主に通知しなければならない（法第８４９条第５項）。公告・通知義務があ

るにもかかわらずこれを怠った場合には、過料の制裁があるため（法第９７６

条第２号）、監査役は、法務部等が当該公告・通知を適時に為したか否かを確認

するのが望ましい。 

 なお、非公開会社は公告ではなく通知をする義務がある（法第８４９条第９

項）。 
 

６ 広報対応との連携 

 会社が原告となって訴訟提起する場合には、金商法上又は証券取引所規則上

の開示事由には通常該当しないと解されるが、上場会社の場合、監査役の訴訟

提起について、会社として、任意開示として証券取引所に開示するか否か、報

道機関に対して任意に公表するか否かを検討することになることが多いであろ

う。監査役は、訴訟提起を決定した者として、この点について、法務部等に対

して意見を述べることになる。一般的には、会社法上の公告義務もあることか

ら、任意開示として、開示している事例が多い。 

 

７ 公告がなされたことの確認 

 上記のとおり、公開会社は、責任追及等の訴えを提起したときは、総株主に

対して通知をする場合を除き、遅滞なくその旨を公告しなければならず68（法第

８４９条第５項）、上場会社の場合、株主数が多いことから、通知ではなく公告

を選択することになろう。 

 会社は、定款に定める公告方法により、責任追及等の訴えを提起した旨を公

告することになるため、監査役は、法務部等が適時に公告をなし得るよう協力

する。公告する内容は責任追及等の訴えを提起した旨であり、当該訴訟を特定

できる内容（訴訟が提起された裁判所、事件番号）を記載すれば足りる。 

 

８ 和解にあたっての留意点 

 監査役が会社を代表して責任追及等の訴えを提起した場合、会社は、被告取

締役との間で訴訟上の和解をすることができ、その際には、当該和解が責任の

                                                  
68 公告をする義務があるにもかかわらず、公告を怠った場合には、代表取締役に過料の制裁がある（法第

９７６条第２号）。 
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免除を含むものである場合においても総株主の同意は不要である（法第８５０

条第４項）。 

 なお、和解金額が被告取締役の支払能力に比して過小であれば、会社を代表

して当該和解をなした監査役が善管注意義務違反の責任を問われることがあり

得る点に留意する必要がある69。

                                                  
69 なお、会社と被告取締役とが共謀して訴訟の目的である会社の権利を害する目的の訴訟上の和解を行っ

たときは、再審事由にあたる瑕疵（法第８５３条第１項）として、訴訟上の和解の無効原因となる（江頭

憲治郎『株式会社法 第５版』（有斐閣、２０１４）４８１頁。なお、訴訟上の和解の無効原因について

伊藤眞『民事訴訟法（第４版補訂版）』（有斐閣、２０１４）４７４頁を参照）。 
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【応用編】 
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【ケース１】全ての取締役に責任がないと判断できる事例 

当社では、当時の取締役会の決定に基づきＡ社をＢ社から買収し、子会社と

したが、赤字の事業年度が続き、５年後に遂にＡ社を売却して、当該事業から

撤退した。これにより、５０億円を超える損失が確定した。買収時には、デュ

ー・ディリジェンスも実施し、取締役会での十分な検討を経ており、５０億円

の損失も、事業環境が好転しなかった場合には起こり得る事態として想定した

範囲内のものである。 
この案件について、株主Ｘから監査役に対して、「本買収当時の取締役全員（提

訴請求書に当時の取締役全員の氏名が記載されている。）に対して損害賠償請求

訴訟を提起されたい。」旨の提訴請求書が送付されてきたが、株主Ｘが本買収事

案について、事実関係を誤解している部分が多々あることがうかがわれるもの

であった。 
監査役としては、いかなる点に留意して対応すべきか。 

 

本事例では、調査の結果、提訴請求株主に事実関係の誤解があることが明ら

かになり、監査役が、実際の事実関係を前提とすれば提訴対象取締役には善管

注意義務の違反が認められないとして、責任追及等の訴えを提起しないと判断

した場合を想定している。このような場合に監査役が取るべき対応については

以下を参照されたい。 
 
第１ 不提訴理由の通知 

監査役は、Ｘに対し、不提訴理由を通知する（共通編３１頁参照）。 

 

[不提訴理由通知書（サンプル）]  

 

 

平成２７年●月●日 
東京都●●区●番●号● 
Ｘ様 

東京都××区×番×号× 
●●●● 株式会社 

監査役 Ｃ㊞ 
監査役 Ｄ㊞ 
監査役 Ｅ㊞ 
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不提訴理由通知書70 
 

冠省、当職らは、当社株主であるＸ様からの平成２７年●月●日付責任追及

の訴え提起請求書（以下「本提訴請求書」といいます。）に対し、会社法第８

４７条第４項に基づき、以下のとおり通知致します。 
 
１ 会社が行った調査の内容 
当職らは、本提訴請求書に記載された当社取締役の責任を追及する訴えの提

起を求める請求（以下「本提訴請求」といいます。）について、以下に述べるよ

うな調査を行いました。 
すなわち、平成２７年●月●日以降、提訴請求を受けた監査役Ｃ、Ｄ、Ｅに

おいて、・・・・・等の各文書を調査いたしました。さらに、本提訴請求の対象

となっている取締役及び本件に関係する従業員に対して、事実を確認するため

のヒアリングを実施いたしました。 
 
２ 提訴請求対象者の責任についての判断 
当職らは、以下に述べるとおり、対象取締役について、Ａ社の買収に関する

経営判断等に関し、善管注意義務違反があったと認めることはできないと判断

しました。 
（１）検討 
本提訴請求書には、当社がＡ社をＢ社から買収したこと（以下「本買収」と

いいます。）が対象取締役らの善管注意義務に違反するとし、これにより当社は、

Ａ社の売却及び事業撤退を強いられ、結果として５０億円の損害を被ったとし

て、当社に対象取締役らに対する損害賠償の請求をするよう記載されておりま

す。 
本買収は、当社における・・・事業（以下「本事業」といいます。）が伸び悩

んでいる中、Ａ社を買収し主導的に経営にあたれば当社の本事業分野も、Ａ社

の事業との相乗効果により、大幅な経営改善の見込みがあるとの認識判断の下

になされたものです。このような取締役の判断は、専門性と将来予測を伴う総

合的な判断であることからすると、取締役の広範な裁量が認められるべきであ

り、このような場面において取締役の責任を問うためには、その裁量の範囲を

超えた善管注意義務違反が認められることが要件となります。 
しかるに、本買収に際しては、法律事務所や会計事務所の協力の下綿密なデ

ュー・ディリジェンスを行い、Ａ社の経営状態、特にその財務状況については

                                                  
70 不提訴理由通知書の記載の詳細度については、共通編３３頁を参照されたい。 
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対象取締役らは正確かつ十分に理解しておりました。本事業に関する需給状況

や市場動向についても、様々な角度から情報の収集や分析を行いました。した

がって、対象取締役の本買収に係る意思決定の前提となった事実の認識に重要

かつ不注意な誤りがあったとはいえません。 
本買収の代金は約５０億円ですが、事業環境が好転した場合には、●年後に

利益を計上し、同年度から●年後には借入金の返済を終えることが見込まれて

おりました。また、●●に照らせば、事業環境が好転することも十分に見込ま

れており、Ａ社の事業との相乗効果により、当社が本事業分野において利益を

伸ばすことも見込まれていました。 
他方、対象取締役らは、事業環境が好転しなかった場合に損失が発生するこ

とは、買収決定時当初より想定しており、本件の５０億円の損失は事業環境が

好転しなかった場合には起こり得る事態として買収時から想定された範囲内の

ものです。本買収に際しては、海外事業コンサルタント等、海外Ｍ＆Ａの専門

家の助言も受けており、社内においても時間をかけて十分な検討を行っており

ます。損失発生のリスクをとりつつも、積極策を採って本買収を行うことは、

対象取締役において不合理な判断であったとはいえません。 
（２）結論 
以上により、当職らとしては、Ｘ様からの本提訴請求書による提訴の請求に

対しては、対象とされた取締役の全員について任務懈怠があるとは認められな

いことから、提訴しないことといたしましたので、本書によりご通知申し上げ

ます。 
草々 

 
 
 
第２ 提訴請求株主以外の関係者への報告・開示等（共通編３４頁参照）。 
 
第３ Ｘにより株主代表訴訟が提訴された後の対応 
・株主代表訴訟が提起された場合の被告取締役への補助参加の同意にあたって

の判断（共通編３４頁参照）。 
・株主代表訴訟が提起された場合の裁判上の和解の際の留意点（共通編３６頁

参照）。 
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【ケース２】一部の取締役に責任が認められる可能性があると判断できる事例 

当社では、取締役会の決定に基づきＡ社を買収し、子会社としたが、買収１

年後になり、Ａ社が買収前から粉飾決算を続けており、事実上経営破綻してい

たことが判明した。これにより、当社はＡ社を清算することを余儀なくされ、

５０億円を超える損失が確定した。 
この案件について、株主Ｘから監査役に対して、「本買収当時の担当取締役Ｂ

に対して損害賠償請求訴訟を提起されたい。」旨の提訴請求書が送付されてき

た。そこには、「買収時には、デュー・ディリジェンスも実施し、取締役会での

検討を経たものと思われるが、そもそもデュー・ディリジェンスが杜撰であり、

担当取締役Ｂはそのことを十分に認識しつつ、Ａ社の財務状態について取締役

会に虚偽ともいえる報告をし、取締役会を欺いたものである。」との記載がなさ

れていた。株主Ｘは、当時、当社の買収担当部署に所属していた元従業員であ

り、提訴請求書の記載内容は具体性に富むものであった。 
監査役としては、いかなる点に留意して対応すべきか。 

 

本事例では、調査の結果、監査役が、提訴対象取締役に責任が認められ、会

社として取締役に対し提訴すると判断した場合を想定している。このような場

合に監査役の取るべき対応については以下を参照されたい。 
 
第１ 代理人弁護士の選定（共通編３８頁参照）。 
第２ 会社を代表する監査役の決定（共通編３８頁参照）。 
第３ 提訴対象取締役への通知（共通編３９頁参照）。 
第４ 仮差押えの検討（共通編３９頁参照）。 
第５ 提訴請求株主への対応（共通編４０頁参照）。 
第６ 広報対応との連携（共通編４０頁参照）。 
第７ 公告がなされたことの確認（共通編４０頁参照）。 

第８ 和解にあたっての留意点（共通編４０頁参照）。 
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【ケース３】監査役も責任を問われる可能性があると判断できる事例 

当社では、取締役会の決定に基づきＡ社を買収し、子会社とした。もとも

と、Ａ社が買収するに値する会社か否か、当社社内でも疑問が呈されており、

多くの取締役が内心では反対していた。しかし、社長が推進派であり、表立

って反対しづらい雰囲気の中、取締役会が開催され、必ずしも説得的な資料

もなく、また、十分な審議・検討がなされたともいえない状況で買収が決議

された。取締役会に出席した監査役としても疑問を抱き、その旨各監査役が

述べたが、聞き入れられず、取締役会決議後直ちに買収の契約が締結されて

しまった。案の定、買収後のＡ社の経営状態は悪化の一途をたどり、３年後

には事業を廃止することとなり、これにより、５０億円を超える損失が確定

した。 
この案件について、株主Ｘから監査役に対して、「本買収当時の取締役全員

（提訴請求書に当時の取締役全員の氏名が記載されている。）に対して損害賠

償請求訴訟を提起されたい。」旨の提訴請求書が送付されてきた。この場合、

監査役としては、いかなる点に留意して対応すべきか。 
また、あわせて、当社の代表取締役に対して、「本買収を決議した取締役会

に参加した監査役全員（提訴請求書に当時の監査役全員の氏名が記載されて

いる。）に対して、損害賠償請求訴訟を提起されたい。」旨の提訴請求書が送

付されてきた。この場合、監査役としては、いかなる点に留意して対応すべ

きか。 
  
 本事例では、監査役も出席した取締役会決議においてなされた取締役の意思

決定の当否が問題となる事案を題材に、監査役が、取締役に責任があると判断

すると監査役自らにも責任があったと判断されかねないという利益相反状況に

陥った場合、どのように判断すべきかを検討する。 
 
１ 利益相反状況における監査役の対応の留意点 

（１）利益相反の状況 

 本事例は、監査役も出席した取締役会決議においてなされた取締役の意思決

定の当否が問題となる場合であり、かつ、取締役の意思決定に善管注意義務違

反が認められる可能性がある事案である。 

 このような事案において、取締役会における取締役の経営判断に善管注意義

務違反があると監査役が判断すると、その判断の場に立ち会い、これを阻止で

きなかった監査役にも善管注意義務違反があるとの判断につながりかねない71。

                                                  
71 監査役は、取締役が法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがある場合
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その意味で、提訴請求を受けた監査役は、一種の利益相反状態にあるといえる。

このような利益相反状況は、理屈上は、監査役が出席した取締役会で意思決定

がなされた案件について、株主から取締役を相手方とする提訴請求がなされた

すべての事案についてあてはまることである。 

 もっとも、本事例と異なり、取締役の経営判断に善管注意義務違反がないと

判断される可能性が高い事案であれば、取締役の善管注意義務違反は認められ

ず、その結果、監査役にも善管注意義務違反は認められないという判断をする

ことになるため、このような利益相反状況は先鋭化しない。 

 

（２）利益相反状態にあることを踏まえた監査役の対応 

 監査役が上記の利益相反状態にある場合であっても、監査役が、提訴対象取

締役の善管注意義務違反の有無及び提訴の要否を監査役としての立場において

公正に判断すべきことに変わりはない。 

 また、その公正さの客観性を担保する意味で、社外の弁護士の意見を踏まえ

つつ調査を進める等の工夫を検討することも考えられる。 

 株主が取締役と監査役の双方を提訴対象として提訴請求をした場合、取締役

に対する責任追及等の訴えの提訴請求の場合には監査役が、監査役に対する責

任追及等の訴えの提訴請求の場合には代表取締役が、それぞれ提訴するか否か

を判断することになり（共通編１２頁参照）、提訴をするか否かの両者の結論も

異なる場合がある。また、双方を提訴しないとの判断となったとしても、当該

判断に至る理由づけとしての事実認定や法的判断が異なるのであれば、例えば

不提訴理由通知書を別個に作成するなどの対応が必要となる。 

 資料収集・関係者からの事情聴取といった、事実の確認については、監査役・

代表取締役間で連携し、一定の範囲では協力して調査を進めることもあり得る。

もっとも、代表取締役と監査役との間では、互いの立場の違いから、調査意欲

                                                                                                                                                  
において、この行為により会社に著しい損害が生じるおそれがあるときは、当該行為の差止めを請求する

ことができる（法第３８５条第１項）。なお、差止請求の方法に制限はなく、口頭によると書面によると、

取締役会の席上においてなされると、訴訟や仮処分の方法によると、いずれも問わない。また、監査役は、

これらの行為に加え、取締役が不正の行為をし、又はそのおそれがあるときは、取締役会に報告しなけれ

ばならない（法第３８２条）。 
監査役が善良なる管理者の注意をもってこれらの違法行為の是正に向けた職務を遂行したにもかかわら

ず取締役の違法行為及び会社に損害の生ずることを防止できなかった場合には、監査役は責任を負わない

と考えられる。しかし、取締役の任務懈怠を認識しながら適切な措置をとらなかった場合には、監査役の

責任が生じる場合がある（大阪高判平成１８年６月９日判時１９７９号１１５頁等）。 
監査役の善管注意義務の範囲は、個々の会社の業種や規模に応じ、監査役として一般的に行うべき監査

を行っていたかを社会通念に照らして判断することにより決せられる。本事例のように、取締役会決議後、

即座に契約が締結され、判決や仮処分による差止めを求めても実効性がない場合であっても、会社の業種、

規模、買収の契約の締結経緯等によっては、単に取締役会の席上において監査役として疑問である旨の意

見を述べるのみでは足りず、取締役会の席上における口頭での差止請求、内容証明郵便等の書面による差

止請求等を行ってはじめて、監査役が違法行為是正義務を果たしたとされる場合もあろう。 
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に温度差があることもあるので、監査役としては、代表取締役側の調査に依拠

しすぎることのないよう、留意する必要がある。 

 

２ 監査役の責任についての検討と監査役の留意点 

 監査役に対する提訴又は不提訴の決定は、提訴請求書の受領者である代表取

締役が行うことになる。 

 監査役が、取締役に善管注意義務違反があると考える一方で、監査役には善

管注意義務違反がないと考えるのであれば、本買収について社内で検討が始ま

り、最終的に取締役会で決定がなされて実行されるまでのプロセスにおいて、

監査役としてなし得る限りの情報収集や分析検討、業務執行部門に対する指摘

を行ったこと及び取締役会の席上においても適切に意見を述べたことを説明し、

代表取締役の理解を得る必要がある。 
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【ケース４】取締役の法令違反、監視・監督義務違反、内部統制システム構築・

運用義務違反が問題とされる事例（監査役も責任を問われかねない場合も含

む。） 
当社では、○○部門において架空売上げの計上が数年間にわたって行われて

きたことが判明し、第三者委員会を設置して、事実関係の調査を行い、その結

果を公表した。第三者委員会の報告書においては、○○部門の担当の常務取締

役Ａと取締役Ｂが主導して、架空売上げの計上が行われてきたことが指摘され

た。この件に関して、当社は金融庁より、金融商品取引法違反（有価証券報告

書の虚偽記載）を理由として、５億円の課徴金の納付を命じられ、これを納付

した。 
そうしたところ、株主Ｘから、当社の監査役に対して、「①金融商品取引法違

反に中心的に関与した常務取締役Ａと取締役Ｂに対しては、法令違反を理由と

して、②その他の取締役（提訴請求書に当時の取締役全員の氏名が記載されて

いる。）に対しては、取締役としての監視・監督義務違反ないし内部統制システ

ム構築・運用義務違反を理由として、当社に対して連帯して５億円を支払うよ

う損害賠償請求訴訟を提起されたい。」旨の提訴請求書が送付されてきた。 
監査役としては、いかなる点に留意して対応すべきか。 

 

本事例では、株主から、有価証券報告書の虚偽記載に係る取締役の任務懈怠

責任に関連して提訴請求書が送られてきたという事案を題材に、第三者委員会

の調査との関係をどのように考えるか、取締役の監視・監督義務及び内部統制

システム構築・運用義務に係る懈怠をどのように判断するかという点を検討す

る。なお、第三者委員会の調査との関係については共通編２１頁、監視・監督

義務及び内部統制システム構築・運用義務に係る懈怠については共通編２０頁

も参照されたい。 
 

１ 事実調査上の留意点 

（１）提訴請求受領以前の調査・検討を踏まえた事実調査 

不祥事が発覚した企業では、内部調査を実施したり、あるいは第三者委員会

が設置されて事実解明が行われ、その結果を踏まえて何らかの対応がとられて

いることも多い。本事例は、○○部門において数年間にわたって行われた架空

売上げの計上について、有価証券報告書に虚偽の記載があったと証券取引等監

視委員会、金融庁において判断された事案であるが、第三者委員会の報告書に

おいても、○○部門の担当の常務取締役Ａと取締役Ｂが主導して架空売上げが

計上されてきたことが認定されている。当社は、事実及び課徴金の額を認め、

審判手続で争わずに課徴金を納付しているのであるから、その段階において、
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大筋において報告書の内容を認めたうえで、金商法違反についても検討し、こ

れを認めたうえで課徴金を納付したものと思われる。監査役も、課徴金納付を

決定する取締役会等に出席することが多いであろう。 
監査役の調査は、このような先行する手続を踏まえて行われることになる。

具体的には、第三者委員会の報告書において主導的立場を果たしたと認定され

た常務取締役Ａと取締役Ｂについては、報告書記載の事実関係が正しいか否か

を、関係者からの事情聴取や関連書類の調査により確認することになる。その

結果、事実関係が確認でき、両名の行為が違法と判断されるようであれば、両

名の責任追及（任意の損害賠償の履行請求）を代表取締役に促し、これがなさ

れなければ、監査役として両名を提訴することを検討することになる。 
 
（２）財務・会計について知見を有する者と協力する必要性 

有価証券報告書等の（連結）財務諸表の虚偽記載が問題となる事案において

は、会計基準の解釈について異なる見解があり得、その場合、いずれの見解に

立っても会計処理が適法と解される余地があったり、仮に会計処理が違法と判

断された場合でも、直ちに取締役に過失があることにはならない場合もある。

現に、有価証券報告書等の虚偽記載を理由として課徴金納付を命じられ納付し

た事案について、株主代表訴訟では、取締役の責任が否定された裁判例も存在

する72。監査役は、当該会計処理が違法か否かを含め、取締役の責任の有無を判

断するにあたっては、当社の会計監査人を務める監査法人とも意見交換をする

とともに、監査役の中で財務・会計について知見を有する者がいる場合は当該

監査役の意見を、また、必要に応じて外部の会計専門家等の意見も参考にすべ

きである。 
 
（３）第三者委員会の報告書に依拠できる範囲 

共通編２１頁に記載のとおり、第三者委員会の報告書は、そもそも、監査役

の事実認定を拘束する性格のものではないうえ、必ずしも関係した取締役の法

的責任の有無を判断することを主眼とはしていない。また、第三者委員会の報

告書には各取締役の法的責任の有無について直接的な結論が記載されていない

場合もある。そのため、事実認定においては参考とするところは多いと思われ

るものの、各取締役の法的責任の有無それ自体については監査役が判断すべき

事項となる。 
 

                                                  
72 東京高判平成２６年４月２４日金判１４５１号８頁、大阪地判平成２４年９月２８日判時２１６９号１

０４頁 
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２ 取締役の監視・監督義務と内部統制システム構築・運用義務 

監査役の事実調査の結果、第三者委員会の調査結果のとおり、○○部門の担

当の常務取締役Ａと取締役Ｂが架空売上げの計上を主導していたとすれば、Ａ

及びＢに善管注意義務違反を認めることは容易であり、本事例で問題となるの

は、その他の取締役の責任である。監査役としては、有価証券報告書の虚偽記

載についてＡ・Ｂ以外の取締役に監視・監督義務違反がないか、また、内部統

制システム構築・運用義務違反がないかという見地から検討することになる。 
 
（１）監視・監督義務違反 

取締役に監視・監督義務違反が認められるのは、その取締役について、他の

取締役・従業員の違法行為・不正行為を知り又は知ることが可能であるなどの

特段の事情があるのに、これを看過した場合である73（共通編２０頁参照）。 
有価証券報告書に記載される（連結）財務諸表は、会社法上の（連結）計算

書類として取締役会の承認を受けているはずであるから（法第４３６条第３項、

第４４４条第５項）、本事例でも、Ａ・Ｂ以外の取締役も取締役会に出席し、財

務諸表（計算書類）等の承認決議に参加しているはずである。しかしながら、

取締役会での配布・説明資料を見ただけでは、（連結）財務諸表（計算書類）等

に虚偽記載があることを発見することは容易ではない。過去の取締役会に付議

された他の議題の中に、虚偽記載をうかがわせるものがなかったか、また、Ａ・

Ｂ以外の取締役の管掌する部門において、虚偽記載に気づくべき事情はなかっ

たかという観点から、関係する書類や、社内の風評、従前の報道記事等をも調

査・検討のうえ、提訴対象取締役ごとに監視・監督義務違反の有無を判断する

こととなる。 
 
（２）内部統制システム構築・運用義務違反 

 

ア 内部統制システムに係る不備の有無 
大阪地判平成１２年９月２０日判時１７２１号３頁74以降、内部統制システム

                                                  
73 Ａ・Ｂ以外の取締役にとって、他の取締役・従業員のすべての業務執行を監視・監督することは事実上

不可能である。そのため、仮に当社において、相応の内部統制システムが財務報告に関して構築・運用さ

れ、それを通じてＡ・Ｂを含む個々の取締役の職務執行に対する監視・監督が行われていた場合には、そ

の他の取締役は、Ａ・Ｂの職務執行が違法であることを疑わせる特段の事情がない限り、その職務執行が

適法に行われていると信頼することに正当性が認められ、監視・監督義務違反に問われることはないと解

される。 
74 同判決は、「健全な会社経営を行うためには、目的とする事業の種類、性質等に応じて生じる各種のリ

スク、例えば、信用リスク、市場リスク、流動性リスク、事務リスク、システムリスク等の状況を正確に

把握し、適切に制御すること、すなわちリスク管理が欠かせず、会社の営む事業の規模、特性等に応じた

リスク管理体制（いわゆる内部統制システム）を整備することを要する。」「会社経営の根幹に係わるリ
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構築・運用義務に係る裁判例が徐々に蓄積されつつある。 

内部統制システム構築・運用義務に係る役割分担としては、取締役会が内部

統制システムの基本方針（大綱）を決定し（法第３６２条第４項第６号）、これ

に沿って、各事業部門において、代表取締役や担当取締役（法第３６３条第１

項第２号）が具体的な内部統制システムの構築・運用義務を負う。その他の取

締役は当該義務の不履行の有無を取締役会の構成員として監視・監督する義務

を負う75。このように、各部門における具体的な内部統制システムの構築・運用

の段階では、取締役の担当業務により、責任の所在やあり方が変わってくる。 

構築・運用すべき内部統制システムの具体的内容は、会社の規模、事業の内

容等に鑑み会社ごとに判断されるべきものであるが、基本的には経営判断の問

題であり、取締役に一定の裁量が与えられているとの見解が裁判例においては

有力である76。そして、その判断の適否については、取締役に対し後付けの結果

責任を負わせるのは妥当でないから、現在の水準によるのではなく、その当時

の水準に基づき検討される。また、通常想定される不正行為を防止し得る程度

の水準の内部統制システムを構築・運用すれば足り、通常容易に想定し難い方

法による不正があったとしても、当該不正行為の発生を予見すべきであったと

いう特別な事情のない限り、内部統制システム構築・運用義務違反とならない

と解される77。 

本事例では、監査役は、当時いかなる内部統制システムが構築・運用されて

いたか、具体的に構築・運用されていた内部統制システムは当時の水準に基づ

き相応なものであったか、また、架空売上げの計上がどのように行われ、なぜ

これを防止できなかったのか等について、関係者のヒアリングや関係書類の精

査を実施し、必要に応じて同業他社等の当時の内部統制システム整備の動向と

の比較を行いながら検討する。また、問題の架空売上げの計上が通常想定され

る不正行為であったかや、仮に通常容易に想定し難かったとしてもその発生を

予見すべき特段の事情がなかったかについても検討する。そのうえで、監査役

としては、各取締役の担当業務をも踏まえ、内部統制システムの構築・運用に

係る責任が認められないかを、取締役ごとに検討することになる。 
 

 

                                                                                                                                                  
スク管理体制の大綱については、取締役会で決定することを要し、業務執行を担当する代表取締役及び業

務担当取締役は、大綱を踏まえ、担当する部門におけるリスク管理体制を具体的に決定するべき職務を負

う。」とした。 
75 大阪地判平成１２年９月２０日判時１７２１号３頁 
76 大阪高判平成１８年６月９日判時１９７９号１１５頁、東京高判平成２０年５月２１日判タ１２８１号

２７４頁等 
77 最判平成２１年７月９日判時２０５５号１４７頁 
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イ 金商法上の財務報告に係る内部統制との関係 

本事例のような財務報告に係る内部統制については、金商法上、財務報告に

係る内部統制報告書（同法第２４条の４の４第１項）とその監査報告書（同法

第１９３条の２第２項）の制度が設けられている。同制度の下で、代表取締役

自ら内部統制システムの有効性を評価する作業を行って内部統制報告書を作成

し、それについて監査人による監査で適正意見を受けたとすれば、代表取締役

らが内部統制システムを構築・運用するに際し、善管注意義務を尽くしたこと

の有力な判断材料となる。 
ただし、内部統制報告書において開示すべき重要な不備はないと記載され、

内部統制監査報告書において無限定適正意見が付されていたとしても、そのこ

とをもって、当然に内部統制システムの構築・運用義務違反がないと判断する

ことはできない。
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【ケース５】多重代表訴訟での対応が求められる事例 

Ｂ社は持株会社である完全親会社Ａ社の完全子会社である。Ｂ社は、Ａ社の所

管部署とも相談しつつ検討した結果、Ｂ社の取締役会の決定に基づきＣ社を買収

し、子会社とした。Ｂ社の取締役会としては当初は反対の姿勢であったが、最終

的には、Ａ社の所管部署が主導し、Ｂ社の取締役会でも承認されて、やむなく買

収に至ったものである。Ａ社においては、この買収は、Ａ社の決裁権限規程に従

い、所管部署（担当取締役Ｄ）が決裁し、Ａ社の取締役会に事後報告された。 
この買収の３年後、Ｃ社の経営は破綻し、５０億円を超える損失が確定した。

この事態を受けて、Ａ社の株主Ｘから、Ｂ社の現在の監査役（なお、買収当時

の監査役はすでに全員が退任している）に対して、「この買収に賛成したＢ社の

取締役（提訴請求書に当時の取締役全員の氏名が記載されている。）に対して損

害賠償請求訴訟を提起すべき」旨を記載した提訴請求書が送付されてきた。Ｂ社

の監査役としては、いかなる点に留意して対応すべきか。 
また、同じ株主Ｘから、あわせて、Ａ社の監査役に対しても、「Ｃ社の買収を

承認したＡ社の取締役に対して損害賠償請求訴訟を提起すべき」旨を記載した提

訴請求書が送付されてきた場合は、Ａ社の監査役およびＢ社の監査役はいかなる

点に留意して対応すべきか。 

 
本事例は多重代表訴訟に関するものである。多重代表訴訟（特定責任追及の

訴え78）とは、企業グループの頂点に位置する株式会社（最終完全親会社等（こ

の意味については、下記５６頁参照。））の株主が、その子会社（孫会社を含む。）

の発起人等（発起人、設立時取締役、設立時監査役、取締役、会計参与、監査

役、執行役、会計監査人（以下、便宜上「取締役等」という。））の責任につい

て、代表訴訟を提起できる制度をいう（法第８４７条の３）。多重代表訴訟が提

起される場合には、子会社の役員の責任を追及するのとあわせて、当該事案に

ついて、親会社の役員の責任も追及されることがある。そのため、子会社の監

査役のみならず、親会社の監査役として留意すべき点も多い。 
 
１ 子会社であるＢ社の監査役としての留意点 

子会社の監査役は、取締役に対する特定責任追及の訴えについて最終完全親

会社等の株主から提訴請求を受ける場面において、通常の責任追及等の訴えに

ついての提訴請求の場面と同様、子会社を代表することになる（法第３８６条
                                                  
78 「多重代表訴訟」とは「特定責任追及の訴え」（法第８４７条の３第１項柱書）のうち最終完全親会社

等の株主が提起する訴えの通称である。本対応指針では、株主が原告となる場合には「多重代表訴訟」と

いう用語を用い、原告となる会社を監査役が代表する場合には「特定責任追及の訴え」という用語を用い

る。 
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第２項第１号）。 

 株主は、特定責任追及の訴えについての提訴請求に際して、①被告となるべ

き者、②請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実、③最終完全親会社等

の名称及び住所並びに当該最終完全親会社等の株主である旨を記載した書面を

提出（又は当該事項の電磁的方法による提供）する（施行規則第２１８条の５）。

監査役は、このような提訴請求について、以下（１）ないし（４）の要件を充

足しているかの形式的な要件を判断し、（５）の調査等を経て、（６）提訴をす

るか否かを決定することになる。 

 

（１）「特定責任」か否かの確認 

特定責任追及の訴えにおいては、重要な完全子会社（特定子会社）である株

式会社の取締役等の責任（特定責任）のみが対象となる。すなわち、責任の原

因である事実が生じた日において、最終完全親会社等が直接又は間接的に有す

る子会社の株式の帳簿価額が当該親会社の総資産の５分の１を超えている場合

における当該子会社の取締役等の責任のみが、特定責任追及の訴えの対象にな

る（法第８４７条の３第４項）。この算定の方法は、施行規則第２１８条の６が

定める。なお、責任原因事実発生時にこの要件を充たしていたか否かが問題で

あり、その後要件を充たさなくなった場合でも、最終完全親会社等の株主は特

定責任追及の訴えについての提訴請求が可能である。 
本事例に即していえば、Ｂ社の監査役としては、Ｂ社がＣ社を買収した当時、

Ａ社の総資産のうちＢ社の株式の帳簿価額が５分の１を超えていたか否かを確

認する必要がある。その確認は、最終完全親会社に貸借対照表や会計帳簿等の

確認を依頼することによって行うこととなる。なお、最終完全親会社等Ａ社が

有するＢ社の株式の帳簿価額が当該親会社の総資産の５分の１を超えている場

合、このような子会社は特定子会社としてその名称及び住所が事業報告の記載

事項となるため、調査の参考になる（施行規則第１１８条第４号イ）。 

 

（２）「最終完全親会社等」の要件の充足の確認 

多重代表訴訟の原告となり得る者、すなわち特定責任追及の訴えにかかる提

訴請求ができる者は、「最終完全親会社等」の株主である。 
「最終完全親会社等」とは、当該株式会社の完全親会社等であって、その完

全親会社等がないものと定義されており（法第８４７条の３第１項）、「完全親

会社等」とは、①完全親会社（法第８４７条の２第１項参照）である株式会社、

又は、②株式会社の発行済株式の全部を他の株式会社及びその完全子会社等又

は他の株式会社の完全子会社等が有する場合における当該他の株式会社（完全

親会社を除く。）と定められている（法第８４７条の３第２項）。したがって、「最
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終完全親会社等」とは、子会社の株式全部を直接又は間接に保有している株式

会社であって、かつ、自社の上位に自社の株式全部を直接又は間接に保有して

いる株式会社が存在しない株式会社、すなわち完全親子会社関係の頂点に立つ

株式会社である。 
本事例に即していえば、提訴請求を受けた子会社Ｂ社の監査役は、Ａ社とＢ

社の間にそのような完全親子会社関係があるかを確認する。 
このような完全親子会社関係は、子会社の株主名簿を確認すれば可能である

が、すでに親会社若しくは子会社の事業報告（施行規則第１２０条第１項第７

号、第１２２条第１号参照）又は親会社の有価証券報告書等で開示済みである

ため、子会社の監査役としても既知の事項であろう。 
なお、最終完全親会社等の株主が多重代表訴訟を提起し追行するためには、

完全親子会社関係は、責任の原因である事実の発生時、提訴請求時、提訴時、

口頭弁論終結時のいずれの時点においても必要である。 
 

（３）持株要件の確認 

ア 特定責任追及の訴えの持株要件 

単独株主権とされている責任追及等の訴えの提訴請求権と異なり、特定責任

追及の訴えの提訴請求権は少数株主権であり、行使するためには、①最終完全

親会社等の総株主の議決権の１００分の１以上の議決権、又は、②最終完全親

会社等の発行済み株式の１００分の１以上の数の株式を有することを要する

（法第８４７条の３第１項柱書）。なお、この１００分の１という割合は、定款

でこれを下回る割合を定めることができる。 
また、責任追及等の訴えと同様、特定責任追及の訴えにおいても、提訴請求

株主は、公開会社の場合には６か月（これを下回る期間を定款で定めた場合に

はその期間）前から引き続き、上記①又は②の要件を満たしている必要がある

（法第８４７条の３第１項・第６項）。 
 
イ 確認方法 

子会社の監査役は、最終完全親会社等の株主から提訴請求を受けた場合、当

該株主の提訴請求資格である持株要件を調査する必要がある。 
最終完全親会社等が株券電子化制度の対象ではない場合、子会社の監査役と

しては、株主の持株要件の確認手段として、最終完全親会社等に対し、株主名

簿の確認を依頼する。本事例に即していえば、Ｂ社監査役は、Ｂ社の法務部を

通じる等して、Ａ社に対し、株主名簿の確認を依頼することになる。 
他方、最終完全親会社等が株券電子化制度の対象である場合の調査方法が問

題となる。責任追及等の訴えの場合は、株主は提訴請求に当たり個別株主通知
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（共通編１２頁参照）を行う必要があるが、特定責任追及の訴えの提訴請求の

場合、提訴請求株主は、個別株主通知を行う必要はないとされている79。そのた

め、提訴請求を受けた子会社の監査役が提訴請求者の持株要件の充足の有無を

確認する方法としては、①最終完全親会社等に情報提供請求（社債、株式等の

振替に関する法律第２７７条）をしてもらい、その情報を最終完全親会社等か

ら確認すること80や、②提訴請求株主に、当該株主が保有する最終完全親会社等

の株式数や増減等の履歴を子会社に提供するよう依頼することが考えられる。 

本事例に即していえば、Ｂ社監査役は、Ａ社に情報提供請求を行うよう依頼

したり、Ｘに対し持株要件を充足することを示す書面を提供するよう依頼した

りすることになる。 
 

（４）最終完全親会社等の損害 

 最終完全親会社等に損害が生じていないときは、最終完全親会社等の株主は、

特定責任追及の訴えの提訴請求をすることができない（法第８４７条の３第１

項第２号）。 
そのため、提訴請求を受けた子会社の監査役としては、当該子会社から最終

完全親会社等又はその完全子会社に利益が移転するなどして、最終完全親会社

等に損害が発生しておらず、提訴請求ができない場合でないかを確認する必要

がある。 
本事例の提訴請求は、Ｃ社の買収失敗によりＢ社の株式価値が減少する結果、

Ｂ社株式を保有するＡ社に損害が生じるような責任原因事実が記載されている

ため、最終完全親会社等に損害が生じていないとして提訴請求が不適法となる

場合にはあたらない。 
 

（５）親会社の関係者に対する調査 

最終完全親会社等に対して事前に報告されたり、最終完全親会社等において

決裁された子会社取締役の職務執行が問題となる案件に関する場合、提訴請求

を受けた子会社の監査役は、提訴対象取締役の責任ひいては特定責任追及の訴

えの提起の是非を判断するために、最終完全親会社等の役職員からの事情聴取

や資料提供を必要とする場合が生じ得る。 

                                                  
79 多重代表訴訟の提訴請求は最終完全親会社等の株主がその完全子会社に対してするものであって、完全

子会社の株主の地位に基づき完全子会社に対してするものでも、最終完全親会社等の株主の地位に基づき

最終完全親会社等に対してするものでもないため、当該提訴請求は個別株主通知が必要な少数株主権等に

該当しないからである（坂本三郎編『一問一答・平成２６年改正会社法』（商事法務、２０１４）１６６

頁）。 
80 岩原紳作ほか「改正会社法の意義と今後の課題（下）」商事法務２０４２号（２０１４）１２頁（斎藤

誠・仁科秀隆・坂本三郎発言部分） 
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監査役の子会社調査権は会社法上認められているものの（法第３８１条第３

項・第４項）、親会社に対する子会社監査役の調査権は認められていない。その

ため、本件において、子会社の監査役は、最終完全親会社等の関係者に対して、

調査への任意の協力を依頼することになる。調査に対して十分な協力が得られ

ない場合は、最終完全親会社等の監査役と連携して調査を進めることも検討す

べきである。 
本事例では、Ａ社監査役は最終完全親会社等の取締役の責任の有無という観

点から調査を行うことになるため、調査の焦点は異なるものの、Ｃ社買収に至

る事実の認定においてＡ社監査役の認定とＢ社監査役の認定に齟齬があるのは

望ましいことではない。そのため、Ａ社監査役とＢ社監査役は、適宜、連携の

うえ、事実の認定を行う必要がある。 
 
（６）Ｂ社としてＢ社取締役の責任を追及するか否かの判断 

本事例において、Ｂ社監査役が調査を行った結果、Ｂ社取締役に責任が認め

られると判断した場合には、Ａ社株主Ｘによる多重代表訴訟の提起を待つまで

もなく、Ｂ社として、Ｂ社取締役に対して損害賠償を求めるための対応を検討

することになる。この場合におけるＢ社監査役の対応（Ｂ社を代表してＢ社取

締役を提訴するか否か等）については、通常の責任追及等の訴えにおける提訴

請求時の対応と同様である。 

 なお、株式会社に最終完全親会社等がある場合において、その免除につき当

該株式会社の総株主の同意を要することとされている取締役の責任のうち特定

責任に該当するものを免除する場合には、当該株式会社の総株主の同意に加え

て、当該株式会社の最終完全親会社等の総株主の同意も必要である（法第８４

７条の３第１０項）。 
 
２ Ａ社監査役としての留意点 

（１）Ｂ社の関係者に対する調査 

子会社の業務執行に対する承認について最終完全親会社等の取締役の責任が

問われる場合においても、通常の責任追及等の訴えの場合と同様に、最終完全

親会社等の監査役が形式要件を審査し、事実関係を調査したうえで最終完全親

会社等の取締役の責任の有無について法的判断を行い、提訴するか否かを決定

するというプロセスが妥当する。もっとも、提訴請求の対象となっている最終

完全親会社等の取締役の責任が子会社における業務執行に関連する場合には、

最終完全親会社等における調査にとどまらず、子会社における意思決定過程に

つき事実関係の調査が必要となる。 

そこで、最終完全親会社等の監査役としては、まずは子会社の関係者に対し、
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事実上協力を求める形で調査を行っていくことになる。子会社の関係者の協力

が十分に得られない場合には、最終完全親会社等の監査役は、最終完全親会社

等の取締役の責任の調査という監査役の職務を行うため必要があるとして、子

会社に対する報告請求権ないし業務財産調査権を行使して調査を行うこともで

きる（法第３８１条第３項）。 

本事例に即していえば、Ａ社監査役としては、まずＡ社内部における決裁過

程に関する事実調査を行うが、それにとどまらず、Ｂ社においてＣ社買収の取

締役会決議に至った事実関係の調査を行う必要があり、Ｂ社の取締役、監査役

その他の関係者に対して、取締役会議事録や付議資料、稟議書等の提出や、Ｂ

社における担当取締役、所管部署の担当者の説明を求めることになる。 

本事例では、Ｂ社監査役はＢ社取締役の責任の有無という観点から調査を行

うことになるが、Ａ社監査役の事実認定とＢ社監査役の事実認定に齟齬がある

のは望ましくないため、適宜連携のうえ、事実の認定を慎重に進める必要があ

る。 

 

（２）Ａ社としてＡ社取締役の責任を追及するか否かの判断 

本事例において、Ａ社監査役がＡ社取締役に責任が認められると判断した場

合には、Ａ社監査役としては、株主代表訴訟の提起を待たず、Ａ社取締役に対

する責任追及を検討することになる。もっとも、これは通常の責任追及等の訴

えにおける提訴請求時の対応と同様である。 
 

（３）Ａ社としてＢ社取締役の責任を追及するか否かの判断 

本事例において、Ａ社はＢ社の１００％株主であるから、Ａ社監査役又はＢ

社監査役の立場から調査を行った結果、Ｂ社取締役に責任が認められるとの結

論に至った場合には、Ａ社株主Ｘからの多重代表訴訟の提起を待つまでもなく、

Ａ社として、責任が認められるＢ社取締役に損害賠償を求めるための対応も検

討すべき場合もあり得る。 

Ａ社としてＢ社取締役に対する任意の賠償請求や解任等の責任追及を怠るこ

とが、Ａ社取締役の善管注意義務違反となり、ひいては、それに異を唱えなか

ったＡ社監査役の善管注意義務違反となることもあり得るので、Ａ社監査役と

しても、Ａ社取締役のこの点の対応に留意すべきである。 

なお、最終完全親会社等が子会社の取締役に対して特定責任追及の訴えを提

起する場合は、代表取締役ではなく、監査役が最終完全親会社等を代表するこ

ととされているので（法第３８６条第１項第３号）、Ａ社がＢ社取締役に対して

特定責任追及の訴えを提起する場合は、Ａ社監査役がＡ社を代表することにな

る。 
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３ Ａ社監査役とＢ社監査役の連携上の留意点 

 最終完全親会社等及び子会社の監査役は、それぞれの会社の取締役の責任の

有無に関する事実調査を行うことになるが、同一の責任原因に関する事実関係

を調査する以上、連携して調査を行うことで効率的な事実調査が可能になる。 

 もっとも、最終完全親会社等と子会社の監査役は利害状況が異なり得る。本

事例に即していえば、仮に、Ｂ社の当時の監査役のうち現在も監査役を務めて

いる者がいる場合、Ｂ社取締役は取締役会においてＣ社買収について承認して

いる以上、善管注意義務違反の責任を問われる可能性があり、そうだとすれば、

当該取締役会に出席した当時のＢ社監査役も善管注意義務違反の責任を問われ

る可能性がある。他方、Ａ社においては、決裁権限規程に基づいて決裁をした

担当取締役Ｄが責任を問われる可能性はあるとしても、取締役会には事後報告

がなされたにすぎない以上、Ａ社監査役が責任を問われる可能性は一般的には

低い。 

また、Ｂ社取締役は当初反対していたにもかかわらず、Ａ社の主導でＣ社買

収がなされたのであるから、心情的にも、Ａ社とＢ社との間には軋轢がある場

合もあろう。 

Ａ社監査役とＢ社監査役が連携するにあたっては、このような利害状況の違

いも踏まえて、それぞれの立場で最終的な判断をする必要がある点に留意すべ

きである。 

 

４ 多重代表訴訟が提起された場合 

（１）訴訟告知を受けるに当たっての代表 

多重代表訴訟が提起された場合、これを提起した最終完全親会社等の原告株

主は、対象の子会社に対し、訴訟告知をする必要がある（法第８４９条第４項）。

この訴訟告知を受ける際には、子会社の監査役が会社を代表するため（法第３

８６条第２項第２号）、本事例ではＢ社監査役がＢ社を代表して訴訟告知を受け

る。 

多重代表訴訟の場面において、子会社が原告株主からこの訴訟告知を受けた

場合には、子会社は、遅滞なく訴訟告知を受けた旨を公告し又は株主に通知す

る（法第８４９条第５項）のみならず、最終完全親会社等に対し、遅滞なく訴

訟告知を受けた旨を通知しなければならない（法第８４９条第７項）。そのため、

本事例に即していえば、Ｂ社監査役は、Ｂ社の法務部等が、訴訟告知を受けた

旨を適時にＡ社に通知したかについて注意を払う必要がある。なお、最終完全

親会社等がこの通知を受ける際には、最終完全親会社等の監査役が会社を代表

するため（法第３８６条第２項第４号）、Ａ社監査役はＡ社を代表してＢ社から
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の通知を受ける。 

さらに、この通知を受けた最終完全親会社等は、遅滞なく通知を受けた旨を

公告し又は株主に対し通知する必要がある（法第８４９条第１０項第２号）。そ

のため、本事例に即していえば、Ａ社監査役は、Ａ社の法務部等が適時にこの

ような公告又は通知をしたかについて注意を払う必要がある。 
 

（２）訴訟参加 

ア Ｂ社による訴訟参加 

多重代表訴訟においても、会社は、株主代表訴訟の場合と同様、①係属中の

訴訟に共同訴訟参加をすることができ、また、②原告株主側への補助参加や、

③被告取締役側への補助参加をすることができる（法第８４９条第１項本文）。 

本事例に即していえば、Ｂ社は、被告取締役の責任を追及するために原告た

るＸの側に共同訴訟参加をすることや、原告たるＸ又は被告取締役側に補助参

加をすることができる。株主代表訴訟と同様、会社が被告取締役側に補助参加

をする場合には監査役の同意が必要であり（法第８４９条第３項第１号）、Ｂ社

の各監査役は、この訴訟参加の当否を検討し、同意をするか否かを決定する。 

 

イ Ａ社による訴訟参加 

多重代表訴訟においても、子会社の株主は、①係属中の訴訟に共同訴訟参加

をすることができ、また、②原告株主側への補助参加や、③被告取締役側への

補助参加をすることができる（法第８４９条第１項本文）。 

本事例に即していえば、Ｂ社の完全親会社であるＡ社は、Ｂ社の株主として、

被告取締役の責任を追及するために原告たるＸの側に共同訴訟参加をすること

や、原告たるＸ又は被告取締役側に補助参加をすることができる。会社が被告

取締役側に補助参加をする場合には監査役の同意が必要であり（法第８４９条

第３項第１号）、Ａ社の各監査役は、この訴訟参加の当否を検討し、同意をする

か否かを決定する。 

本事例では、Ａ社はＢ社の株を直接保有しているが、本件と異なりＡ社がＢ

社の株式を直接保有しておらずその完全子会社等を通じて間接的に保有してい

る場合には、Ａ社はＢ社の「株主」には該当しない。しかし、会社法は、株式

会社の「株主」でない場合であっても「最終完全親会社等」である場合には、

等しく補助参加を認めている（法第８４９条第２項第２号）。 
 

ウ Ｘ以外のＡ社株主による訴訟参加 

なお、多重代表訴訟においては、最終完全親会社等の株主も同様に訴訟参加

をすることができるため（法第８４９条第１項）、Ｘ以外のＡ社株主も、多重代
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表訴訟に訴訟参加をすることが可能である。 

 

（３）提訴株主と被告取締役との間の訴訟上の和解 

多重代表訴訟における提訴株主と被告取締役との間の訴訟上の和解の手続は、

通常の株主代表訴訟における訴訟上の和解の場合と同様である（共通編３６頁

参照）。 
本事例に即していえば、Ａ社株主Ｘは、Ｂ社の承認がない限り、被告取締役

との間で訴訟上の和解をすることができない（法第８５０条第１項）。Ｘが訴訟

上の和解を試みる場合には、裁判所からＢ社に対して和解内容が通知され、Ｂ

社が和解内容につき２週間以内に異議を述べない場合には、Ｂ社は当該和解内

容にてＸが和解をすることを承認したものとみなされる（法第８５０条第２

項・第３項）。この場合、Ｂ社が異議を述べるか否かはＢ社の各監査役が判断す

ることとなるから（法第３８６条第２項第２号参照）、Ｂ社監査役は、多重代表

訴訟が提起された後も、かかる異議を述べるか否かの判断を迫られる場合があ

ることに留意する必要がある。 
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【ケース６】旧株主による責任追及の訴えでの対応が求められる事例 

Ｂ社は、取締役会の決定に基づきＣ社を買収し、子会社としたが、Ｂ社による

Ｃ社の買収の３年後、Ｃ社の経営は破綻し、５０億円を超える損失が確定した。

その後、Ｂ社は、Ａ社との間で、Ａ社を完全親会社、Ｂ社を完全子会社とする

株式交換を行った。この株式交換では、Ｂ社の株主に対してＢ社の株式に代わる

対価としてＡ社の株式が割り当てられることになり、Ｂ社の株主であったＸは、

この株式交換後、Ａ社の株式を取得し、その後もＡ社の株式を保有している。 
Ｘ（もともとはＢ社の株主で、上記の株式交換により、現在はＡ社の株主）か

ら、Ｂ社の現在の監査役（なお、買収当時の監査役はすでに全員が退任している。）

に対して、「Ｂ社によるＣ社の買収に賛成したＢ社の取締役（提訴請求書に当時

の取締役全員の氏名が記載されている。）に対して損害賠償請求訴訟を提起すべ

き」旨を記載した提訴請求書が送付されてきた。Ｂ社の監査役としては、いかな

る点に留意して対応すべきか。 
 
本事例は、平成２６年の会社法改正で認められることになった旧株主による

責任追及等の訴え81（法第８４７条の２）に関するものであり、旧株主から提訴

請求がなされた場合における子会社（株式交換等完全子会社）の監査役の対応

について検討する。この旧株主による責任追及等の訴えは、完全親会社の株主

が子会社の取締役の責任を追及する点では多重代表訴訟に構造的に似た部分が

ある一方、株式交換等が行われなければ一定の要件の下で株主が株主代表訴訟

を提起し得た場合について、なお責任追及等の訴えを提起し得ることとすると

いう趣旨からして株主代表訴訟に似た部分もある点に特徴がある。 
 
１ 形式要件の審査 

（１）提訴請求資格の確認 

提訴請求を受けた株式交換等完全子会社たるＢ社の監査役としては、提訴請

求者であるＸに以下の提訴請求資格があるかを確認する必要がある。 

                                                  
81 株主でない者は株主代表訴訟の原告適格を有しないのが原則であるが、例外的に、平成２６年の会社法

改正前から、株式会社の株主が株式交換等（株式交換、株式移転又は吸収合併）により当該株式会社の株

主でなくなった場合は、自らの意思で株主の地位を失ったわけではないので、株主が代表訴訟を提起した

後、その係属中に株式交換等が行われた結果株式を失った場合でも、当該株主は原告適格を失わず、その

訴訟を追行できることとされていた（法第８５１条）。他方、株主が代表訴訟を提起する前に株式交換等

が行われた結果株式を失い、代表訴訟を提起しえなくなった場合については定めがなかったが、平成２６

年の会社法改正により旧株主による責任追及等の訴えが創設され、株主（本事例ではＸ）が、株式交換等

によって株式会社の完全親会社（本事例ではＡ社）の株式を取得したときは、もともと株式を有していた

株式会社（株式交換等完全子会社（会社法第８４７条の２第１項柱書）、本事例ではＢ社）の取締役等に

対し、株式交換等の効力が生ずる前に発生していた責任を追及する訴えを提起することが認められるに至

った。 
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 ア 旧株主が株式交換等により完全親会社の株式を取得・保有していること 

責任追及等の訴えの提訴請求を旧株主が行う場合の提訴請求資格については、

株式会社の株主であった者（旧株主）が、①株式交換もしくは株式移転により

当該株式会社の完全親会社の株式を取得して、引き続き当該株式を保有してい

ること（法第８４７条の２第１項第１号）、又は、②当該株式会社が吸収合併消

滅会社となる吸収合併により、吸収合併存続会社の完全親会社の株式を取得し、

引き続き当該株式を保有していること（同項第２号）が必要となる82
 

83。 
提訴請求を受けたＢ社の監査役としては、Ａ社が株券電子化制度の対象でな

ければＡ社に対して株主名簿の確認を依頼し、Ｘの提訴請求資格の有無を確認

することとなる。 
他方、Ａ社が株券電子化制度の対象であれば、①Ａ社に情報提供請求（社債、

株式等の振替に関する法律第２７７条）をしてもらい、その情報をＡ社から確

認することや、②Ｘ自身に対して、Ｘが保有する株式数や増減等の履歴を提供

するよう依頼することが考えられる。なお、責任追及等の訴えを旧株主が行う

場合の提訴請求についても、特定責任追及の訴えの提訴請求の場合と同様、個

別株主通知がなされるものではないため（下記ウ参照）、Ｂ社の監査役が個別株

主通知の内容からＸの提訴請求資格を確認することはできない。 
 

 イ 株式の継続保有の要件 

また、旧株主（本事例ではＸ）が株式を有していた会社（本事例ではＢ社）

が公開会社の場合には、株式交換等の効力が生じた時点で６か月（これを下回

る期間を定款で定めた場合にはその期間）前から引き続き当該株式会社（本事

例ではＢ社）の株主であった必要があるが（法第８４７条の２第１項）、非公開

会社の場合には６か月の継続保有の要件は適用されず、株式交換等の効力が生

じた日において株主でありさえすればよい（法第８４７条の２第２項）。 
持株数については、１株以上の株式を保有していれば足りる。ただし、旧株

主が株式を有していた会社（本事例ではＢ社）において単元未満株主（法第１

８９条第１項）は提訴請求権を有しない旨の定款の定めがあり、旧株主（本事

例ではＸ）が単元未満株主に該当していた場合には、提訴請求権及び旧株主に

                                                  
82 ここでいう「完全親会社」とは、特定の株式会社の発行済株式の全部を有する株式会社及び施行規則第

２１８条の３で定める株式会社を指す（法第８４７条の２第１項柱書）。 
83 なお、株式交換等により完全親会社となった株式会社等が、さらに株式交換等を行うことで、旧株主が、

当該完全親会社の株主でもなくなった場合であっても、当該株式交換等により当該完全親会社の完全親会

社等の株式を取得し、引き続き当該株式を有するときは、旧株主は、本事例でいえばＢ社に対し、責任追

及等の訴えの提起を請求することができる（法第８４７条の２第３項）。また、その後さらに株式交換等

が繰り返し行われた場合においても同様である（同条第４項・第５項）。 
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よる責任追及等の訴えの原告適格を有しない（法第１８９条第２項柱書、第８

４７条の２第１項本文かっこ書）。 

 

ウ 個別株主通知の要否 

なお、旧株主による提訴請求も、特定責任追及の訴えの提訴請求と同様、株

式交換等完全親会社の株主がその完全子会社にするものであって、株主の地位

に基づき発行会社に対してするものではないため、提訴請求は「少数株主権等」

（社債、株式等の振替に関する法律第１４７条第４項）に該当しない。そのた

め、旧株主は、個別株主通知を行う必要はない。 
 

（２）提訴請求書の記載内容の確認 

旧株主は、責任追及等の訴えに係る提訴請求に際して、①被告となるべき者、

②請求の趣旨及び請求を特定するのに必要な事実、③株式交換等完全親会社の

名称及び住所並びに当該株式交換等完全親会社の株主である旨を記載した書面

を提出（又は当該事項の電磁的方法による提供）する必要がある（法第８４７

の２第１項、施行規則第２１８条の２）。Ｂ社の監査役は、提訴請求書の記載内

容を確認し、提訴請求の適法性を検討する。 

 

（３）対象となる責任又は義務 

旧株主による責任追及等の訴えによって追及できる責任又は義務は、株式交

換等の効力が生じた時点までにその原因となった事実が生じた責任又は義務に

限られる（法第８４７条の２第１項）。 
本事例でいえば、Ｂ社が取締役会の決定に基づきＣ社を買収したのは、Ｂ社

とＡ社の株式交換の効力が生じた時点までの事実であるから、Ｂ社によるＣ社

の買収に係る取締役の責任は、旧株主による責任追及等の訴えによって追及で

きる責任に当たる。 
 
２ Ｂ社としてＢ社取締役の責任を追及するか否かの判断 

本事例において、Ｂ社監査役は、Ｂ社によるＣ社の買収に賛成したＢ社の取

締役に責任が認められるか否かの事実認定及び法的判断を行い、Ｂ社を代表し

てこれら取締役に対して損害賠償請求訴訟を提起すべきか否かを検討すること

になるが、この点は株主代表訴訟における提訴請求時の対応と同様である。 
 
３ 旧株主による責任追及等の訴えが提起された場合 

（１）Ｂ社による訴訟参加 

旧株主による責任追及等の訴えにおいても、会社は、株主代表訴訟の場合と
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同様、①係属中の訴訟に共同訴訟参加をすることができ、また、②原告株主側

への補助参加や、③被告取締役側への補助参加をすることができる（法第８４

９条第１項本文）。 

本事例に即していえば、Ｂ社は、被告取締役の責任を追及するために原告た

るＸの側に共同訴訟参加をすることや、原告たるＸ又は被告取締役側に補助参

加をすることができる。会社が被告取締役側に訴訟参加をする場合には監査役

の同意が必要であることも（法第８４９条第３項第１号）、株主代表訴訟の場合

と同様であり、Ｂ社の各監査役は、この訴訟参加の当否を検討し、同意をする

か否かを決定する。 

 

（２）提訴株主と被告取締役との間の訴訟上の和解 

旧株主による責任追及等の訴えにおける提訴株主と被告取締役との間の訴訟

上の和解の手続は、通常の株主代表訴訟における訴訟上の和解の場合と同様で

ある（共通編３６頁参照）。 
本事例に即していえば、Ⅹは、Ｂ社の承認がない限り、被告取締役との間で

訴訟上の和解をすることができず（法第８５０条第１項参照）、訴訟上の和解を

試みる場合には、裁判所からＢ社に対して和解内容が通知され、かつ、当該和

解に異議があるときは２週間以内に異議を述べるべき旨を催告される（同条第

２項）。この場合、Ｂ社が当該和解内容に異議を述べるか否かは、Ｂ社の各監査

役が判断することとなる（法第３８６条第２項第２号参照）。Ｂ社が和解内容に

つき２週間以内に異議を述べない場合には、Ｂ社は当該和解内容にてＸが和解

をすることを承認したものとみなされる（法第８５０条第２項・第３項）。 
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補足 監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社の場合 

１ 共通編について 

２ 応用編について 

 

 
共通編・応用編ともに、監査役（会）設置会社の場合を念頭に記載している

が、ここでは、監査等委員会設置会社における監査等委員又は指名委員会等設

置会社における監査委員の場合において、異なる考慮が必要な点についてまと

めて記載する（以下、監査等委員及び監査委員をあわせて「監査（等）委員」

と、監査等委員会及び監査委員会をあわせて「監査（等）委員会」と総称する。）。

なお、監査等委員会設置会社と指名委員会等設置会社は、構造的に類似する部

分が多いが、執行役について言及している箇所については、指名委員会等設置

会社のみに妥当することに留意されたい。 
 
１ 共通編について 

（１）提訴請求書の受領等（共通編第１章、第２章） 

監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社が、取締役又は執行役に対

する責任追及等の訴えの提訴請求を受ける場合、会社を代表するのは監査（等）

委員であって（法第３９９条の７第５項第１号、第４０８条第５項第１号）、提

訴請求書の宛先も監査（等）委員となる。この代表権限を有するのは、個々の

監査（等）委員であるから、提訴請求は監査（等）委員の誰に対しても行うこ

とができる。このような取扱いが認められるのは、提訴請求を受けるべき者が

社内において決定されていないことがあり、また仮にそのような者が決定され

ていたとしても株主がこれを知ることは容易とはいえないからである。 
ただし、取締役又は執行役に対する責任追及等の訴えの提訴請求であっても、

当該訴えの被告となる監査（等）委員は、これを受ける権限を有しない。「『当

該』監査（等）委員が当該訴えに係る訴訟の相手方となる場合」との文言から

（法第３９９条の７第５項第１号かっこ書、第４０８条第５項第１号かっこ書）、

他に当該訴えに係る訴訟の相手方となっていない監査（等）委員がいる場合に

は、その者は提訴請求を受ける権限を有する。そのような監査（等）委員がい

なければ、原則に戻り、代表取締役又は代表執行役が同権限を有する（法第３

４９条第４項、第４２０条第３項）。 
提訴請求を受けて、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社として

当該訴えを提起すべきか否かを実質的に判断するのは、組織としての監査（等）

委員会である（下記（３）参照）。したがって、提訴請求を受けた監査（等）委
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員は、速やかに監査（等）委員会を招集し、監査（等）委員会において、対応

を検討する必要がある。 
 

（２）調査体制（共通編第３章） 

監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社においても、取締役又は執

行役を提訴するか否かの判断をするために適切な事実調査・法的検討を行うこ

とは、監査役（会）設置会社の場合と同様である。 
この点、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社においては、監査

役（会）設置会社において個々の監査役が報告請求権・業務財産調査権（法第

３８１条第２項）を行使できるのとは異なり、当然に個々の監査（等）委員が

これらの権限を行使できるのではなく、監査（等）委員会が選定する監査（等）

委員が行使することになる（法第３９９条の３第１項、第４０５条第１項）。ま

た、監査（等）委員は、報告の徴収又は調査に関する事項について監査（等）

委員会の決議があるときは、これに従わなければならない（法第３９９条の３

第４項、第４０５条第４項）84。そのため、監査（等）委員会を開催し85、監査

（等）委員の間の役割分担や調査方針等を検討のうえ、報告請求権・業務財産

調査権を行使すべき監査（等）委員を選定する決議を行ったり、必要に応じて

報告の徴収又は調査に関する事項について決議を行う。具体的には、常勤の監

査（等）委員がいれば、提訴請求を受ける前からこの者を継続的に報告請求権・

業務財産調査権を行使すべき者に選定していることも多いと思われるが86、そう

であるとしても、他の監査（等）委員を報告請求権・業務財産調査権を行使す

べき者に選定する必要がないか等を検討する必要がある87。他方、常勤の監査

（等）委員がいない場合には、調査の中心となる監査（等）委員を誰とするか

等といった調査体制を検討することになろう。 
 

（３）提訴するか否かの判断及びその後の対応（共通編第４章、第６章、第７

章） 

監査役（会）設置会社の場合、各監査役が単独で会社を代表し取締役に対す

る責任追及等の訴えを提起し得るから、取締役を提訴するか否かの判断も各監

                                                  
84 監査役会設置会社において、監査役会が「監査役会設置会社の業務及び財産の状況の調査の方法その他

の監査役の職務の執行に関する事項の決定」（法第３９０条第２項第３号）を行っても、個々の監査役の

権限の行使を妨げることができない（同条第２項柱書但書）ことと対照的である。 
85 各監査（等）委員が監査（等）委員会の招集権限を有する（法第３９９条の８、法第４１０条）。 
86 指名委員会等設置会社について、江頭憲治郎ほか編著『改正会社法セミナー【企業統治編】』（有斐閣、

２００６年）２９６頁 
87 報告請求権・業務財産調査権を行使すべき者は複数選定でき、監査（等）委員の全員をそのような監査

（等）委員として選定することもできると解される（指名委員会等設置会社について、岩原紳作『会社法

コンメンタール９－機関（３）』（商事法務、２０１４年）１１１頁（伊藤靖史執筆部分））。 
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査役が行う。これに対し、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社に

おいては、監査（等）委員会が選定する監査（等）委員が会社を代表し取締役

又は執行役に対する責任追及等の訴えを提起する権限を有する（法第３９９条

の７第１項第２号、第４０８条第１項第２号）。もっとも、監査（等）委員会は

組織として監査その他の役割を果たす機関とされていることから、提訴するか

否かの意思決定権限自体は、選定された監査（等）委員ではなく、監査（等）

委員会が有すると解される88。そのため、監査役（会）設置会社の場合と異なり、

監査（等）委員の間で提訴するか否かの判断が分かれるという事態は生じ得な

い。 
監査（等）委員が当該訴えに係る訴訟の被告となる場合には、取締役会が定

める者（株主総会が当該訴えについて監査等委員会設置会社又は指名委員会等

設置会社を代表する者を定めた場合はその者）が会社を代表する（法第３９９

条の７第１項第１号、第４０８条第１項第１号）。 
監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社が取締役を提訴しないと判

断した場合、不提訴理由通知書を作成するのも、監査（等）委員ではなく、監

査（等）委員会と解することになる89。 
また、株主が代表訴訟を提起した場合において、株主による訴訟上の和解に

関する通知及び催告を受ける場合、監査（等）委員が会社を代表する（法第３

９９条の７第５項第２号、第４０８条第５項第２号）。もっとも、異議を述べる

か否かについての意思決定権限は、提訴するか否かの判断の場合（上記（３）

参照）と同様、監査（等）委員会が有すると解される90。 
 

２ 応用編について 

（１）利益相反状況（応用編ケース３、ケース４） 

監査役（会）設置会社において、監査役も出席していた取締役会における意

思決定について取締役の善管注意義務違反が問題とされている場合、当該意思

決定を阻止できなかった監査役も善管注意義務違反の責任を問われ得ることか

ら、提訴請求を受けた監査役は利益相反状態に置かれる（ケース３及びケース

４）。他方、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社においては、監査

（等）委員はいずれも取締役であり、取締役会における議決権を有しているか

ら（法第３９９条の２第２項、第４００条第２項）、取締役会における意思決定

                                                  
88 指名委員会等設置会社について、岩原紳作『会社法コンメンタール９－機関（３）』（商事法務、２０

１４年）１３５頁（伊藤靖史執筆部分） 
89 指名委員会等設置会社について、岩原紳作『会社法コンメンタール９－機関（３）』（商事法務、２０

１４年）１３５頁（伊藤靖史執筆部分） 
90 指名委員会等設置会社について、岩原紳作『会社法コンメンタール９－機関（３）』（商事法務、２０

１４年）１４１頁（伊藤靖史執筆部分） 
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についての取締役の善管注意義務違反が問題とされる場合、当該意思決定にお

いて賛成した監査（等）委員については、監査役の場合よりも利益相反状況が

先鋭化する91。したがって、監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社に

おいては、善管注意義務違反の有無及び提訴の要否の判断が公正になされるよ

う十分に留意する必要がある。もっとも、取締役又は執行役に委任されている

ため取締役会に付議されていない業務執行の決定（法第３９９条の１３第５項、

第４１６条第４項）については、意思決定に賛成したという意味で利益相反状

況が先鋭化することはない。 
 

（２）多重代表訴訟・旧株主による責任追及訴訟（応用編ケース５、ケース６） 

ア 監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社が、多重代表訴訟にい

う子会社又は旧株主による責任追及等の訴えにいう子会社（株式交換等完

全子会社）である場合 
監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社が、取締役又は執行役に対

する、特定責任追及の訴え（法第８４７条の３）又は旧株主による責任追及等

の訴え（法第８４７条の２）の提訴請求を受ける場面において、それぞれの会

社を代表するのは、株主代表訴訟にかかる責任追及等の訴えの提訴請求の場面

と同様、監査（等）委員である（法第３９９条の７第５項第１号、第４０８条

第５項第１号）。 
 
イ 監査等委員会設置会社又は指名委員会等設置会社が、多重代表訴訟にい

う最終完全親会社等又は旧株主による責任追及等の訴えにいう株式交換等

完全親会社である場合 

多重代表訴訟又は旧株主による責任追及等の訴えが提起された場合、これを

提起した原告株主は子会社に対し訴訟告知をする必要があり（法第８４９条第

４項）、この訴訟告知を受けた子会社は遅滞なく訴訟告知を受けた旨を最終完全

親会社等又は株式交換等完全親会社に通知する必要があるが（法第８４９条第

６項・第７項）、この通知を受けるのは、監査（等）委員である（法第３９９条

の７第５項第３号・第４号、第４０８条第５項第３号・第４号）。 
 

以上

                                                  
91 なお、取締役会の決議に参加した取締役であって取締役会議事録に異議をとどめないものは、その決議

に賛成したものと推定される（法第３６９条第５項）。 
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